
平成16年度第２回

宮城県行政評価委員会公共事業評価部会

日時 ： 平成１６年７月２１日（木）

午後１時３０分から午後５時まで

場所 ： 宮城県行政庁舎４階 特別会議室
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平成１６年度第２回 宮城県行政評価委員会公共事業評価部会 議事録

日 時：平成１６年７月２１日（水） 午後１時３０分から午後５時まで

場 所：宮城県行政庁舎 ４階 特別会議室

出 席 委 員：森杉 壽芳 委員 田中 仁 委員 遠藤 勝彦 委員

岡田 秀二 委員 長田 洋子 委員 加藤 徹 委員

高橋千代恵 委員 徳永 幸之 委員 沼倉 雅枝 委員

両角 和夫 委員

司 会 定刻となりましたので、ただいまから平成１６年度第２回宮城県行政評価委員会

公共事業評価部会を開催させていただきます。

本日は、森杉部会長を初め全員の先生方に出席いただいております。

行政評価委員会条例の規定による定足数を満たしており、会議は有効に成立して

おりますことをご報告いたします。

それでは、お手元のマイクの使用方法について説明します。

前回と同様に、ご発言の際には、右下のマイクスイッチをＯＮにして、マイクの

オレンジ色のランプが点灯したことを確認してから、お話しください。

ご発言が終わりましたら、必ずマイクスイッチをＯＦＦにしてください。

ご面倒をおかけしますが、ご協力よろしくお願いします。

それでは、これより会議に入ります。

森杉部会長、よろしくお願いいたします。

森杉部会長 午前中に引き続きまして、本日午後は長時間にわたるご審議をいただくことにな

ります。

議事録署名者を指名せねばなりません。今回は、加藤先生と徳永先生とで、よろ

しくお願いいたします。

会議は公開です。

傍聴に際しましては、宮城県行政評価委員会傍聴要綱に従うようお願いいたしま

す。写真撮影、録音につきましては、事務局職員の指示に従っていただきますよう

お願いいたします。

本日は、前回の部会に引き続きまして、諮問対象事業にかかわる概略審議です。

本日の対象は、お持ちと思いますが、砂防が７番から１０番、道路が１１番から１

５番の９事業についての審議を行います。それと、恐らく今日の資料の概略の一覧

表、これでまずどういうものであるかということを、つかんでいただくと質問とか

焦点とか、わかりやすいと思います。

この概略の重点評価実施基準の結果表ですが、対象とします７番から１５番につ

いて、この結果表について事務局から概略をご説明を簡単にお願いできますか。

事 務 局 それでは、きょう概略審議の対象になってございます７番から１５番につきまし

て、説明させていただきます。

きょうは、７番から１０番までが砂防等事業でございます。１１番から１５番ま

でが道路事業ということになってございます。全部で９事業でございます。



- 2 -

この重点評価実施基準とは、指標の１番、停滞年数、指標の２番、乖離率、指標

の３番、事業費増加率、指標の４番、Ｂ／Ｃ値、指標の５番、事業の環境変化と判

断理由につきまして、それぞれの区分につきまして得点を入れたものについて合計

点数をし、合計点数で１１点から１５点がオレンジ、６番目から１０番目がイエロ

ー、ゼロから５の間がホワイトということで、合計点数から注意すべき事業がある

かどうかということを抽出するために用いました。

今回、この９事業の中でオレンジ、イエローはございませんでした。１０番の弥

治郎地すべり対策事業につきまして、イエローではございませんが指標の３の事業

費の増加率が８９％ということで、点数が３点で、これが多少注目すべき事業かと

思ってございました。これは、地すべり対策事業ということで、事業を昭和６１年

から実施していただいたものでございますけれども、平成１１年には慨成していま

すけれども、１２年に異常値を観測し、１３年から事業再開によって、ある程度ま

た事業量が増加したということで、この指標３の増加率が高くなったという事業で

ございます。

あと、事業費からみて注目しますと、１１番のみやぎ県北高速幹線道路整備事業

でございます。平成７年度の採択で完成が２４年ということでございます。事業費

が３１５億円の事業でございます。事業の進捗率は４９％、乖離率がマイナス２０

％ということで、用地買収交渉の難行によりまして工期延長でございますが、平成

１６年度用地買収見込みということになっている事業です。

さらに、費用対効果分析において、対象事業の中でも低いものとしては、１５番

の主要地方道河南築館線、松崎道路改良事業で、Ｂ／Ｃの値は１．１でありました。

以上です。

森杉部会長 ありがとうございました。

ご質問ございませんか。よろしいですか。

それでは、予見を持つのはいいことではありませんが、以上のような概略をいた

だいたことを前提にして、１件ずつ概略審議に入りたいと思います。

それでは、早速ですが、７番の秋山沢川火山砂防事業についての県の方からのご

説明をお願いいたします。

砂防水資源 それでは、秋山沢の砂防についてご説明させていただきます。

課 長 まず、お手元の資料５ページをお開きください。

秋山沢の位置でございますが、蔵王国定公園の南部に位置しまして、標高１，８

１７ｍの屏風岳に源流を発しまして、それぞれそこから合流しているということで、

途中白石川崎線、これを横切りまして最終的には松川に合流する河川でございます。
２河川の状況としましては、幹線流路延長が１１．７㎞、流域面積が３４．３㎞

ということで、１級河川でして、川全体の状況としましては、途中の県道を挟みま

して上流側、これが１０分の１ぐらいの勾配で、非常に急勾配です。そこから中流

部が２０分の１から５０分の１というぐらいの勾配、下流で合流する付近では４０

分の１程度というふうな河床勾配を持っております。

この秋山沢につきましては、県道の上流側と県道からちょっと下流側の部分まで

の地区におきまして、平成元年８月６日から７日の台風１３号によります被害によ

りまして、この県道の上流側にあります別荘地に大量の土砂が流れ込みまして甚大
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な被害をこうむっております。死者が１人、半壊住宅が６戸、床上が１８戸、床下

が２０戸と、さらに養鶏場が３カ所ありましたが、これらが浸水被害を受けており

ます。

一応、現在事業区間は火山砂防事業ということで、補助事業でございます。この

事業につきましては、再々評価ということになっておりまして、６ページをごらん

いただきますと事業の区間の、ちょっと見にくいですが、左側が下流でして、色づ

けされています赤の部分が１７年度以降施工予定箇所でございまして、黄色が本年

度施工予定でございます。ごらんのとおり下流部分の床固、帯工、護岸につきまし

ては完成しておりまして、上流部を残すのみになっております。

８ページは、一番上のダム工の構造図です。主ダムと垂直壁がちょっと角度を持

ったようなダム工でございます。１６年度そのうちの下の部分、翌年度上に上げる

ということで、結構ボリュームがございますので、１カ年で上げ切れないというこ

とで２カ年にわたる工事になります。

それから、１１ページをごらんいただきますと、ちょうど松川と秋山沢の合流地

点、秋山沢の左岸筋に蔵王苑という別荘地がございます。こういう状況でございま

す。それから、次のページ１２、１３が渓岸状況です。

それで、１ページに戻らせていただきます。

こういう状況で、事業の概要につきましては、先ほど申し上げましたとおり１，

０８６．９ｍの延長でして、その間に護岸と床固工それから帯工、ダム工、上流端

のダム工、これがあります。事業につきましては、補助事業ということで国と宮城

県５５％と４５％ということで、火山砂防ということで比較的補助率が高いという

事業です。事業採択が平成２年度、当初の完成予定が平成１４年度でございます。

当初の全体事業費が３５億５，０００万円、変更上は変わりませんということで、

そのうちの用地費１６億９，０００万円のうち１７億ということで、用地について

は終わっておりまして、全体の進捗率としては９４．４％でございます。事業の進

捗状況については、先ほど申し上げましたとおり上流部のダム工を残すのみになっ

ております。

それでは、２ページをごらんいただきたいんですが、当初予定がおくれている理

由につきましては、関係する買収地の中に共有地がございまして、それらの買収に

不測の時間を要したということですが、平成１４年度に用地買収が、先ほど申し上

げましたとおり完了しております。それから、付近を林道が走っておりまして、こ

れらの付け替えのための保安林の解除の事務に時間を要したということでございま

す。保安林は水源涵養林ということで、国の林野庁の指定解除の手続をしなければ

ならないということで、ちょっと時間を要したということで、事業が多少おくれて

いるということです。先ほど申し上げましたとおり、事業自体は平成１７年度完成

予定です。

周辺地区の、先ほど申し上げましたとおり、保養地等がございまして、開発が進

み人家が増加しつつあるということで、早期の完成が望まれております。生態系や

景観につきましては、自然公園の蔵王連峰内にあるということで、できるだけ自然

豊かな景観を残すために河床内の玉石を護岸に利用する等、景観に配慮し、それか

ら掘削したのり面も切りっ放しではなくて、植生回復に努めるというような工夫を

しております。先ほど説明の中に被災記録もございますので、地元としましては早

期に整備してほしいという熱意がございます。
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それから、代替案の可能性等、ほぼ事業は終わりつつあるんですが、代替案とし

ては可能性としては少ないというような形に考えられます。それから、コスト縮減

につきましては、先ほど申し上げましたとおりできるだけ現地の玉石等を利用し、

景観それからコスト縮減にも努めるというような形でございます。費用対効果分析

につきましては、総費用が３３億２，３００万円、それに対しまして被害の対象と

して人家、事業所、農作物、道路というようなことで、総便益６３億１，９００万

円ということで、事業全体としての便益効果６３億１，９００万円ということで、

事業全体としては１．９０、それから残事業だと７５．２２という形になります。

事業スケジュールについては４ページのとおりでございます。

概略説明は以上のとおりでございます。

森杉部会長 ありがとうございました。

では、ご質問、ご意見お願いします。

この残事業があと２億円で完成するのが来年ですね。ですから、もう、これはや

める手はないだろうということで、概略審議で結構ということになると思います。

案件８も見ていただきたいのですが、８も残事業が少なくて、同じような感じな

のです。あとの案件はいつ終わるのかよくわかっていないのですが、当面前の二つ

は、ある程度残事業の金額が少なくて、効果がありそうだという感じですので、そ

れを念頭に置いていただいて、ご質問、ご審議をお願いしたいと思っております。

どうぞ。

徳 永 委 員 そういう背景はあるんですが、ちょっと保養地の位置づけを教えていただきたい

んです。いわゆる市街化調整区域といいますか、本来開発を抑制すべきところを利

用されているのではないかと思うんですが、そこに対しての生命・財産の位置づけ

が、恐らく普通の人家と一緒と計算されているのではないかと思うんですけれども、

そういう問題。さらに、根本的にそもそも地形的に見れば災害直撃を受ける地域だ

と見てわかるような地域なんですけれども、なぜ、そもそもこういうところが開発

されてしまったのかというのも非常に気になる案件なんです。

砂防水資源 うちの方の所管でございませんので……。

課 長

森杉部会長 これは、たしか前も同じような議論が出たのではなかったかな。それで、お答え

いただいていますよ、私は覚えていないですけれども。

田 中 答えは覚えていないんですけれども、聞いたのは覚えています。

副 部 会 長

森杉部会長 これは、やっぱり所管というわけにはいかないですよ。県としての一つの方針で

すから。問題になったんですかね。再評価の方の議事録、だれか持ってきていませ

んか。

事 務 局 資料の９６ページ以降に記載されています。
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徳 永 委 員 ちょっと議事録を見させていただくと、そのときの話では、費用がでかいものだ

から開発者がそこまで負担するのはどうかということで終わっているみたいなんで

すが、そのことともう一つは、そもそもここに住んでいる住人というのがどういう

住人なのかということなんです。本当に住民票のある住民なのか、季節的に一時的

に夏場だけ来るとか、そういう住人なのか。

砂防水資源 具体的に役場に確認しないとわからないんですが、我々の概念的には夏場いらっ

課 長 しゃる別荘地というふうには聞いていますけれども。

私もずっと前にちょっと行きましたが、それもいわゆる空き別荘が多くて、そこ

に定住者が入りまして、空きの家屋はあるにしても入っている方はほとんど定住者

だそうです。

開発された時点でのいきさつというのは、ちょっとよくわからないんですが、た

しかあそこは町が開発した箇所かと覚えています。その辺で、町と河川管理者との

やりとりの状況を、ちょっと私つかんでこなくて申しわけないんですが。

森杉部会長 わかりましたが、この問題は、これは事後評価の観点から詳細審査をする必要が

ありそうですね。前回も同じ問題提起になっていますね。今のいきさつみたいなも

のが前回も問題になっていまして、明らかになっていないという観点もありますの

で、こういう点も少し調べていただいて、本来ここの開発に対してどういう方針で

あるべきであったかということを、あるいは附帯事項としてつけねばならないよう

な感じもします。そういう意味で、ほかの質問等、調べておいていただきたいこと

も含めて、言っていただきますが、基本的に詳細審査の対象にしてはいかがですか、

この段階で。よろしいですか。

〔異議なしの声〕

森杉部会長 この開発方針そのものがどんな経過であったのかということと、本来いかにある

べきかという防災施設効果の問題、その点について少し調べていただきまして、詳

細審査の対象にしたいと思います。同じ質問が前にも出ていますので、この段階で

終わるわけにはいかないと思いますので、そのようにしたいと思います。

ほかにご質問、ご意見ありませんか。

私の方から、四つとも全部共通しているんですけれども、Ｂ／Ｃの計算に当たり

まして、公式は３ページの公式です。年平均被害そのものの計算の仕方は理解でき

ていますが、総合物価指数で割算しているのと、前年度までの投資費用の比率で、

全体事業費率で年便益を計算しているという、この公式が私は理解できないのです、

河川でもやっているのかも知れませんが。それから、これを具体的に計算するとど

ういうことになるかというと、７－１ページを開けていただきますと、便益及び費

用の総和算出結果というのがありまして、ずっと年度書いてありまして事業完成と

いう年があります。経過年２年になっていまして、この年に事業費用がちょうど終

わるのは、それはそれで結構ですが、この年に突然大変たくさんの便益が発生して

いるんですね。これが、恐らく先ほど比例配分された結果ではないかと思うんです。

この４３２０という数字が、年々にわたって事業が推進されるに当たって一定程度
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効果があるという、比例配分に効果があるということならば、毎年に一定程度散ら

ばっているならわかりますけれども、一気に計算されていますので、恐らく計算ミ

スではないかと私は思ったりしたんですが、この点についての正しいかどうかチェ

ックをお願いしたいのです。実は、次の事業等はたしか比例配分ぐらいにしてあっ

たと思いますが、単に比例配分しているかどうか。例えば、８－１ページです。項

目８ですけれども、８－１ページの方では年々費用便益が比例配分してあります。

金額としては、９－１ページも比例配分してありますし、それから１０－１ページ

もたしか比例配分してあるのではないかと思いますが、技術的な質問ですけれども。

砂防水資源 では、計算した者に説明させていただきます。

課 長

砂防水資源課 それでは、失礼させていただきまして、ご説明させていただきます。

まず、費用対効果の方の計算式で、事業完成の時点で４，３５０．７という数字

が出てきている点についてなんですが、こちらの方、ページがちょっと前後して申

しわけございませんが、縦覧図、７ページをごらんいただければと思います。

小さい図で申しわけないですけれども、最上流端の砂防ダムが完全に立ち上がっ

た時点で初めて土石をカバーできるというような構造を持っております。ですので、

これが完成しない限り便益としては出て来ないものだと判断させていただきました。

また、このことにつきましては、今回に臨む前に、再評価を方式につきまして、

東北大学の林山先生の方にご確認いただきまして、こういった手法でやったらばと

いうことでご指導いただいて、今回臨んでおる次第でございます。

ですので、大変申しわけありませんが、このダムができたことによって初めて便

益、結局費用対効果としての保全対象、保全物を守ることができるという効果が出

るということで、ちょっと極端ではございますが、事業完成した時点で、これまで

溜まってきたもの、平成２年からですけれども、それが全部完成年次に一気に出て

きたと、そういった形で計算させていただいております。

森杉部会長 それは間違っているでしょう。もしもその効果がその年に出たならば、それは永

遠に続かねばおかしいですよ。その年で消えてしまうことはおかしいではないです

か。ですから、計算間違いです、これは。

毎年それがずっと続くと、その効果がわかるんです 。だから、８ページとか９。

ページは、基本的にその効果がずっと続くようになっていますね。ここのは１年だ

けで終わっているでしょう、４，０００という数字がおかしいですよね。ただ、四

百何十という数字が続いているんだと思うんですけれども、恐らく簡単な計算間違

いです。チェックしてください。

砂防水資源課 はい。足し込んでしまった分もありますので、チェックさせていただきます。

申しわけございません。

森杉部会長 お願いします。

ほかに、どうぞ。

それでは、これは詳細審議の対象にさせていただきます。ありがとうございまし
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た。

では、８番にまいります。

砂防水資源 それでは、続きまして黒森沢防災砂防事業でございます。

課 長 場所は、亘理町の吉田地内でございます。当箇所は、１０年継続事業ということ

で、先ほどの補助事業と違いまして県の単独事業でございます。小規模な砂防事業

でございます。

まず、４ページの図面を見ていただきます。亘理町の丘陵地帯から平野部に流れ

る沢、小河川でございます。平面図がございまして、その下に位置図がございます

が、右側、ちょっと平面図とその下の位置図と逆の関係になりますけれども、上流

側に砂防ダムがございまして、その下流側２５９ｍ間の事業でございます。上流側

から施工しておりまして、黒の部分が施工済みということで、黄色が１５年度の施

工箇所でございます。さらに詳細なのは５ページ、６ページでございます。そうい

うことで、上流側から施工しております。

それで、流域面積が０．６ という小河川でございます。丘陵部から落ちまして㎢
急に平坦な農地に注ぎ込むという河床でございます。この渓流部分につきましては、

渓岸浸食が甚だしいので流下土砂による被害がありまして、河床を上昇させており

ます。昭和５５年度に上流部の、今回入っていません部分の堰堤ができておりまし

て、その下流ということでございます。現況勾配が１７分の１から３５分の１とい

うような流路でございます。両岸護岸でして、底がフトン積みというか、フトンか

ごの状態でやっております。

流況につきましては９ページ以降、写真、施工済みの箇所、それからその下流の

部分、まだ未施工の部分が１２ページにあります。それで、１５ページに保全対象

家屋というようなことで、こういう形で途中に家屋が点在しているというような形

になっております。

１ページに戻らせていただきますけれども、事業内容としては、２１０．６ｍ、

護岸が８８３ ということで、床固５基、帯工１基の事業でございます。事業は、㎡
宮城県の単独事業でございます。事業採択が平成７年、用地買収に着手したのが平

成８年でございます。完成予定が１７年度です。現在、用地買収がほぼ完成しまし

て、工事と用地全体で７０．６％というような進捗状況でございます。この事業に

つきましても、平成１７年度に完成する見込みでございます。

２ページをお開きください。事業が県の単独事業でございますので、どうしても

予算的には制限がございますので、短い区間の事業ではございますけれども、結構

時間がかかるというようなことでございます。事業の終了見込みも、一応平成１７

年度完成見込みということになっております。

それから、事業をめぐる社会情勢につきましては、付近の住民から護岸整備の要

望がございます。それから、工法につきましては自然石護岸、それから環境保全型

ブロックというようなことで、付近が自然豊かな丘陵地ということで、配慮して施

工しております。地元の要望が強い場所でございます。

費用対効果につきましては、便益費が９億１，９００万円ということで、総事業

費１億６，２００万円ということで、事業全体としては５．６７、残事業につきま

しては４．７８というような効果分析でございます。

事業概要につきましては、以上のとおりでございます。
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森杉部会長 ありがとうございました。

ご質問、ご意見お願いします。

では私の方から、質問ですが、残事業がないとどのようなことが起きるのか、あ

るいは残事業をやることによってどのような効果が発揮されるのか。仕上げですよ

ね、これは。そういうことについてのご説明をお願いします。前の事業もそうです

が。

砂防水資源 ５ページのように、残事業区間につきましては、上流からやっておりまして、残

課 長 事業区間に床固、帯工ということで、それから護岸の区域がございます。この間に

町道が横断しております。それから、付近には人家があるということで、ここで事

業をやめますと、ここではんらんするという形になっておりまして、自然景観では

上流からの土砂と洪水による被害が避けられないので、残事業をきっちりやって、

その防御ができるような工事をやりたいというふうに考えます。

森杉部会長 わかりました。ありがとうございました。

前の事業もそうですね。同じように、上流のところが残っているんですね。同じ

ように、工事をしないと上流部がはんらんするということですね。

そうすると、この８の計算は、８の方の３ページにあります費用対効果のところ

で、事業全体としては便益が９１９で、中止した場合でも一定程度便益は発生しま

す、事業をやったところの下流部分ですね。残りの部分が新たに事業したところの

便益だ、という発想はよくわかりました。結構だと思います。

案件７の方は、そのような発想になっていません。これもチェックをお願いいた

します。

私は、了解いたしました。

田 中 これは、前の事業と違って余り具体的に被災が出ているというお話が書かれてい

副 部 会 長 ません。もちろん被災がないから不要じゃないということではないんですけれども、

結構阿武隈山地には似たようなところがたくさんあるんだと思うのです。そうしま

すと、今後似たような事業が必要になるのか、ではその中でこれと比べて、例えば

次の事業がどういった点で緊急性のあるものなのか、その辺がちょっとわからない

部分があるんですけれども、いかがでしょう。

砂防水資源 必ずしも全部手当てできるものではございませんので、地元の要望の強いところ

課 長 それから現場で見て緊急性の高いところを選別しまして、順次やっていくというよ

うな形にせざるを得ないということでございます。

田 中 阿武隈山地では、比較的小さい川を中心に被害が出ていますよね。それについて

副 部 会 長 今後同じような事業が必要になるようなエリアがあるということですか。

砂防水資源 そうですね。順次やっていくという形で土木部の計画の中に位置づけしてありま

課 長 す。
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田 中 できているのですね。

副 部 会 長

砂防水資源 はい。

課 長

森杉部会長 これにつきましても、恐らく道路や河川でも箇所づけというか、ある種の優先順

位というものをつくっていますよね。ここでも同じような形で優先順位を一定の判

断基準に基づいてつくっているということですか。

砂防水資源 そうです。

課 長

森杉部会長 それは、次回でも結構ですが、一度ご紹介いただくといいですね。

砂防水資源 ただ、それが、１０年間とか５年間とか、ずっと変わらないというというわけで

課 長 はなくて、やっぱり開発とか、地元の住民の要望の強さとか、いろいろな状況で多

少動く場合がありますので、これが固定した計画だというわけにはいかないことも

あるんです。

森杉部会長 もちろんそれは大前提です。すべての公共事業はそうだと思いますので、それは

大前提で、現在その優先順位を公表しているということですか。

恐らくしてありますね。土木事業全体で全部やってあると思いますから、次回の

詳細審議のときで結構ですが、一度簡単なご紹介をいただくといいのではないかと

思います。

はい、どうぞ。

長 田 委 員 今、１０年かかっているというお話だったんですが、これを見ると、こんなもの

で１０年かかるのかなという感じがするんですが、先ほど県単独事業だから１０年

かかるみたいな回答があったんですが、予算をつけながらやっていくんですか、そ

れともほかの要因があるんでしょうか。こんなのに１０年かかっていたらほかのと

ころもどうなんだろうという気持ちがしないでもないんですけれども。

砂防水資源 それが、なかなか予算づけの配慮でございまして、集中的にやって、ほかのとこ

課 長 を我慢していただくか、それとも多少遅くなっても効果の早いところを手をつけて

いくか、どちらかだと思うんですが、県としては、余り集中したような形になりま

すと地域的な差が出てきますので、ある程度公平というものも多少は考慮に入れな

ければならないということで、その辺の配慮が出てくるんです。特に、県の単独事

業費は年々先細りになってございまして、なかなかその辺難しくなりつつあること

は確かです。

長 田 委 員 では、優先順位としてはそんなに高い地域ではなかったということですか、県の

中で。
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砂防水資源 そういうことではなくて、現在事業をやっているということは結局高いというこ

課 長 とですから。

徳 永 委 員 関連してですが、確かに今のご指摘のとおり、特にこの事業最後までやらないと

なかなか効果が出てこないという意味では、逆に集中投資をして早く効果を発現さ

せるといった方が、社会便益的にははるかにいい選択のはずなんですよね。

砂防水資源 事業一つ、１カ所だけ考えてみればそうでしょうけれども、県全体として見ると

課 長 やっぱり行政的な立場からすると、そうとだけは言えないところでございます。

徳 永 委 員 ですから、全部を２０年かけて５カ所並行してやって、２０年後にようやく効果

を発現するよりは、５年ずつ１個ずつ仕上げていった方が便益ははるかに高いわけ

ですよね。そういうこともありますので、ひょっとすると、これ単独ではなくてほ

かの事業の中での位置づけというのもちょっと議論の対象になるのかなという気も

してきたんですけれども。

砂防水資源 ほかの事業といいますと、どういうことでしょう。

課 長

徳 永 委 員 並行して行われている事業です。それが全部今回の再評価にかかっているかどう

かというのはわからないですが。

砂防水資源 今、県の単独事業の防災砂防なんですけれども、７カ所で１億１，１００万円し

課 長 かございません。こういう形で絞り込むとかなり箇所数が少なくなってしまって、

非常に地域的に偏った形の改修といいますか、事業をやるような形になりまして、

その辺痛しかゆしということで。

徳 永 委 員 確かに、県の立場として公平性ということはよくわかるんですが、結局悪い方に

そろえる公平性になってしまうんですよね。同時並行でゆっくりやるということは。

長 田 委 員 そうですね。みんなどっかをほじくり返されて、さっぱり完成しないというのが

何カ所もあるという感じですよね。

砂防水資源 先ほど秋山沢でもありましたけれども、決して全部完成しなければ効果を発揮し

課 長 ないわけではございませんから、上流から順次整備してこれれば、その部分の渓岸

浸食が軽減されて流下土砂の量も少なくなるという、決してゼロではないわけです、

効果としては。ですから、完成を早めることだけにとらわれてしまうと非常に偏っ

た形になるかと思います。

森杉部会長 今のご発言で論点がはっきりしましたが、それは具体的に効果がどの段階で発揮

するのかということを明確に説明していただかねばなりませんね。単に、効果は途

中で発揮すると言われても、その前までは全体が整備されないと全く効果がないの
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かと、説明があったんですよ。そうすると結局混乱が起きているのです。したがっ

て、お願いしたいのは、この施設の場合にはこの程度の段階でこの程度の効果があ

るというご説明を例を取り上げて、ご説明いただくと今の論点がはっきりすると思

うのです。

砂防水資源 先ほどの秋山沢と２番目の黒森沢との違いは、いわゆる上流部のダムが完成して

課 長 いるか否かの違いなんです。そういうことで、少なくとも黒森沢につきましては、

上流側に既設の砂防ダムがございますので、当然その下流の渓流の護岸をやってい

けば、それなりの効果を発揮するという趣旨で申し上げたわけです。先ほどとは矛

盾しないはずなんです。

森杉部会長 そうすると、７の方は発揮しないのですか。７番目の方の場合は、護岸をつくっ

ても全く効果がないということですか。

砂防水資源 そうではないのですが。

課 長

森杉部会長 そこをはっきりさせていただきたいんです。そこを曖昧にしないで、具体的にど

ういう場合にはどういう効果があるのかということのご説明をいただきたいのです。

それでないと、現在の投資配分のあり方がどういう観点で妥当なのかという形がわ

からないのです。

砂防水資源課 これはちょっとイメージの話なんですが、最初の秋山沢については、川のイメー

ジでいいますと、途中の今ダムをつくっているところと。それで、下流側の護岸は

終わっていますが、今ダムをつくっていますので、ダム確保が終わらないうちは下

流側はまだ安全ではないですよというイメージでございます。

それで、２番目の今見ていただいているのは、上流側のダムが昭和５５年に終わ

っています。それで、下流側の護岸が未整備なので下流側の護岸を今整備していま

すという、そういう整備の順序が逆になっているという説明を今しているところで

ございます。イメージとしては。

森杉部会長 そうすると、７番の方のダムを最後につくるという投資政策の効率が非常に悪い

と言えますね。せっかくつくった護岸が全く機能を発揮していないという意味にお

いて、非常に投資効率の悪い整備の仕方と言えます。むしろ後者の８番目の方は、

先にダムをつくっていますから、護岸をつくった瞬間にその効果を発揮するという

意味において、こちらの方が投資効率がよろしい。しかも、この場合は事業費がな

くても、少しずつ整備していってもそれなりに比例的に効果は出てくる。一方で、

前者の場合は投資効率が非常に悪いから問題がある。今後の反省事項として徳永先

生がおっしゃるように、そういう場合には一気に投資をしてやらねばならないとい

うのが、ここで一つのポイントと受け取っていいですか。

砂防水資源課 ちょっと秋山沢の方の事情をご説明させていただくと、ダムをつくる上流側に林

道がございまして、その林道の橋のかけかえに時間がかかっていてダムがその後に
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なったという事情がございまして、その上のところは非常に輻輳しているものです

から下から護岸を築造していったと。しかも、先ほどの林道の付け替えに伴いまし

て保安林の解除という法的手続もありましたので、どうしても工事が後にならざる

を得なかったという特別の事情がございまして、本来はダムを最初につくるべきな

んですが、今回は後回しになってしまったという事情でございます。

森杉部会長 私としては了解いたしました。お話はよくわかりました。長田さんも、徳永先生

もよろしいですか。今効率がいいのはどうであったかということと、それからなぜ

長引いているかということもわかりましたよね。

この件は、整備の方策についての効率性ということはあると思いますが、当面、

詳細審議ではなくて概略審議で継続して頂きたいと思いますが、いかがですか。

遠 藤 委 員 単純な質問なんですけれども、９ページの写真を見させていただきますと川に流

水がないのです。水がないのですけれども、これはふだんは例えば伏流水なりで下

を通っているとかという、そういう形なんでしょうか。ふだんは余り水は流れてい

ないのでしょうか。

砂防水資源 １０ページの方に多少水が流れている写真がございますが、いずれこの程度の沢

課 長 水でございまして、途中伏流水になって、渓流自体は水がないような状態になって

しまうという状態が、もともと自然のこの渓流の状態でしたので、これに底張りを

しないで、下はフトンかごの状態で施工しておりますので、当然もとと同じように

伏流水化しているという形になっていると思います。

森杉部会長 よろしいですか。

先ほどの議論の附帯事項に附帯意見みたいなことをつけるということはいかがで

すか。投資効果が発揮できる前に重点投資してください。それから、投資効果が重

点投資しなくても発揮できる場合には、それはそれでいいですと、いう言い方にな

りますが、既に考慮しておられるということでありますから、あえて言わなくても

いいかなと思いますが、しかし意見もあるか知れませんので、伺いたいと思います

が、いかがでしょう。よろしいですか。

それでは、これは継続していただくということで、詳細審議はいたしませんので、

そのように決定いたします。ありがとうございました。

それでは、９番にまいります。お願いいたします。

砂防水資源 続きまして、９番の亘理郡の山元町浅生原地内の大沢川防災砂防事業についてで

課 長 ございます。

これも県の単独事業でございます。図面につきましては４ページでございます。

亘理町の南の山元町の浅生原地内を流下しております大沢川で、亘理町と同じよう

に途中まで丘陵地帯で、国道６号線ですか、これを越えますと平坦な農地になると

いうような沢でございまして、その中の延長５５３ｍの区間の砂防工事でございま

す。

５ページを見ていただきますと、右側から流れます。ここも既に砂防ダムが建設

されている箇所でございます。床固工が５基、帯工が１基。それで、河川、この沢
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そのものが途中コの字型に曲がっておりますが、ここに人家がございまして、ここ

の山側を屈曲して流れるような沢でございます。施工は、平成１５年までにこの人

家の裏山部分というか裏の沢の部分と下流の護岸を施工しておりまして、平成１６

年度以降は残った区域ということになります。

それで、断面としては７ページ以降でございまして、ここは両岸護岸で底張りは

ありません。１０ページ以降にそこの写真がございます。この写真でおわかりのと

おり、片側に町道が走ってございます。町道と並行するような部分もございます。

あと片側は山というような形です。１３ページがその人家の模様でございます。こ

のように人家の裏を沢が蛇行して流れております。そういう形になっております。

それでは、１ページから説明させていただきますが、先ほど申し上げましたとお

り県の単独事業でございます。事業採択が平成７年、用地買収着手が平成１０年と

いうことで、工事は平成９年から着手しております。全体事業費が１億９，６００

万円、平成１５年までの事業費が９，３００万円ということで、約１億の残事業を

持っております。

全体の進捗率が４７．４％、うち用地は１００％完了ということですが、当初完

成予定が平成２３年というふうに、先ほどの箇所でも問題になりましたが、完成予

定が非常に遅れているということでございますが、先ほど申し上げましたとおり、

この沢と町道が並行して走る部分がございまして、この沢といいますか、砂防事業

をやりますと町道の幅員が足りなくなるというような形で、ぜひ町道の改修と一緒

にやらなければならないということでございましたが、町の財政事情が悪化してお

りまして、その着手につきましてはかなり遅れるということで、その間一時休止す

るというような形に陥っております。２ページをごらんいただきたいと思います。

２ページの二升目なんですが、今後の状況でございますが、町の方では１８年度か

ら道路の方の予算をつけて、これとタイアップした形で再開したいというふうに県

の方でも考えております。

事業の方の中身ですが、できるだけ生態系、景観に配慮したような形の護岸をや

っていきたいというふうに考えております。町の方でも、町道の改良も含みますの

で、非常に事業については継続を望んでおります。３ページに書いてありますよう

に、総費用が１億７，６００万円、総便益費が４億５，４００万円ということで、

事業全体としての費用対効果分析の結果は全体で２．５８、残事業で２．４４とい

うような形になります。

そういうことでございます。よろしくお願いします。

森杉部会長 ありがとうございました。

ご質問、ご意見お願いします。

加 藤 委 員 参考までに教えていただきたいのですが、この沢をこれだけ整備しますと、洪水

時に毎秒何トン流れるのですか。

それともう一つ、４ページの５万分の１の地形図に位置図が示されているんです

が、この沢の末端がどこへ接続されることになるんですか。

砂防水資源 農業用水路になるんですか。

課 長
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遠 藤 委 員 用水路ですか。排水路だと思うんですけれども。何という。

砂防水資源 排水路の名前ですか。それは、ちょっと……。

課 長

加 藤 委 員 どこに行くかわからないというのでは困るので、ちょっと。

砂防水資源 この辺の沢は、すべて平地の農地の排水路に接続しているんです。ちょっと、そ

課 長 の水路の名前までは、今、ちょっとわかりかねます。

加 藤 委 員 では、後で結構です。

森杉部会長 ほかにどうぞ。

徳 永 委 員 町道の関係で遅れるということなんですが、図面でいうと赤で塗っているとこ

ろが１６年というふうに書いてあるんですが、ここら辺も町道に合わせて遅れると

いうことになるんですか。例えば６ページとかの。

砂防水資源 ５ページの赤で書いてあるところが、いわゆる町道と並行している部分でして、

課 長 どうしてもそれが町道の絡みでおくれてしまうというような形になってございます。

徳 永 委 員 実質１８年まで何も行わないということですか。

砂防水資源 一時休止という形、手戻りも生じますし、当然施工してしまいますと町道を削る

課 長 ような形になってしまいますので。

森杉部会長 これは、どんなに早くても平成１８年ということで、一端中止という線はあるん

ですか。特に、町道の動きが全く今のところ見えない状況で、１８年と言っておら

れるということですから、むしろ中止という線があり得るのではないですか。

砂防水資源 中止ということはあり得ます。先ほど、必要なところがいっぱいございますので

課 長 そのために中止ということもあります。それから、両岸護岸ですので、対岸の山側

の方で必要な場所については護岸をやるという方法、箇所もございます。

森杉部会長 山側で護岸をする箇所があるんですか。それはどうなっているのでしょうか。工

事を中止するのですか。実行する予定なのでしょうか。

砂防水資源 はい。

課 長

森杉部会長 それは、どこですか。
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砂防水資源 先ほどの人家で屈曲した部分の下流側の山側です。

課 長

森杉部会長 何ページの、図でいうとどこですか。

砂防水資源 ５ページの屈曲した部分の下流側の左岸側です。

課 長

森杉部会長 どちらが下流ですか。

砂防水資源 左側が下流でして、右の方に上流部に砂防ダムが既に既存ダムがございます。

課 長

森杉部会長 なるほど。これはわかりました。

それで、もう一度お願いします。工事を継続して行われるところは。

砂防水資源 とりあえず、今年は休止する予定です。

課 長

森杉部会長 そうすると、当面はないということですね。この町道と連動しないような工事は

ないということですね。ということは、これは継続となっていますけれども、町道

が動くまでは実質 的に中止ですよね。思い切って中止してしまったらどうですか。

砂防水資源 特段、中止とか、いつとかというのは……。

課 長

森杉部会長 別に、よくある話ですけれどもね。

砂防水資源 補助事業ではございませんので、特段「休止します」とかというような宣言みた

課 長 いなものはございませんから、必要に応じて配分するだけのお話ですから。実質的

に事業を入れていないですから、止まります。

森杉部会長 継続というふうになっていますけれども、自然な言葉ではないですよね。自然な

言葉はむしろ中止ですよね。町道の動きがない限り無理だということですから、こ

れは非常にすっきりした中止の理由ですよね （ 休止ですね」の声あり）。「

砂 防 先ほどの２番目に審議したところに今年重点投資しようということで、こちら

水 資 源 課 の方は今現在、今年度は休止、中止ではなくて休止という扱いにしております。

ただ、県の事業で、うちの方で予算考えて配分しますが、事業としては右岸側、

下流に向かって右側が道路と競合しておりますので、これは砂防工事やって、また

すぐ後に道路工事をやるとか、そういうことはしないで一緒に工事をやろうという

ことで、町と事務調整させていただきました。ただ、左岸側については、山側につ

いては道路側ではないので、これは単独でやる気になれば事業ができるという、こ
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こではできると思います。ただし、余り効果がないもので、重点的には今年は投資

の矛先を変えたと。先ほどの皆様のお話のとおり、重点投資をしようということで

矛先を変えていますということでございます。

加 藤 委 員 そうすると、県の対応方針案として、その時点で休止とかという形で出るべきで

はなかったのかと。事業継続という形で出るよりは。

徳 永 委 員 あと、確認ですけれども、５ページの平成１６年度施工というのは、平成１６年

度以降ですか。

砂防水資源 以降です。

課 長

徳 永 委 員 それと、あと１４ページの写真なんですが、下側の写真を見ると木の生えぐあい

からして余り何か被害はなさそうな雰囲気に見えたりするんですが、これは具体的

にどこら辺の写真なんですか。

砂防水資源 １４ページの以降着手箇所ということで、場所につきましては上流端付近という

課 長 ふうに、写真としては。１４ページの林が見える箇所とか、雑木が見える箇所とい

うのは上流端の部分。ちょうど沢が屈曲するんですが、そこの部分はまだ未改修で

すので。

砂防水資源課 ５ページの平面図が、最後の上流部分の道路から離れた部分を、上流を見ている

ということですので、言ってみればここが工事の一番最後、現状の沢に行き着く部

分という意味でございます。

それから、同じように１３ページの左側が道路から向かい側の護岸を見ていると

ころで、下の方、川ののり足が流されて木が取れて土が見えているということで、

ここは早目に手当てした方がいいかなということで、継続というふうに出させてい

ただいたわけであります。

森杉部会長 私も、全く事業をしなければ中止でいいのではないかと思っていますが、事業が

必要ならば、やっぱり継続せざるを得ないと思っています。その点についてもう少

し説明お願いできますか。あるいは、沼倉先生、どうぞ。

沼 倉 委 員 ９－４の資料だと世帯数は８戸だと思うんです。それで、代替案に「特になし」

となっていますが、逆に８戸の場合でしたら移転補償の方とか、そういう方のある

程度考え方なんかもあるのではないかと思うんですが、私の資料の見方が間違って

いたらすみませんが。

砂防水資源課 今のご質問は、保全対象が８戸なので、こういった事業ではなくて移転補償をか

けた方がより経済的な効果があるのではないかというふうなご質問かと思うんです

けれども、先ほどもご説明しましたとおり、町道が脇を走っておりますので、こ

れが奥に入っていきます生活道路として、住民の生活道路として使われているとこ
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ろです。その辺としても町道が入っておりますので、この沢が氾濫することにより

まして、町道の根足がとられて道路が崩れてしまうというおそれもございます。そ

れに引きずられて、その脇の耕作地等がありますけれども、そちらの方に被害が及

ぼされる関係もございますので、保全民家が８戸ということにとらわれないで、ほ

かにも保全物があるというふうにご認識いただければと思います。

森杉部会長 今の被害は、この計算の中の対象に入っているんですか。９－９ページで道路が

被害を受けるということを軽減することができるという効果が入っていますか。

砂防水資源課 今の８戸というところ、谷底平野部の直接被害軽減効果というところをごらんに

なっているかと思いますが、その次のページを見ていただきますと、農作物資産と

いたしまして米のところで０．７１ａ、それと次のページに行っていただきますと

市町村道として１５０ｍを保全対象としてカウントさせていただいております。

森杉部会長 わかりました。

よろしいですか。

沼 倉 委 員 ちなみに上流部には何戸、人家数ですけれども、あるんでしょうか。

砂防水資源課 この８戸というのが、被害というか氾濫想定区域内に含まれるところでカウント

しておりましたので、その上流部となりますと、この区域を外れていることになり

ますので、大変申しわけありません、そこまで認識はございまいません。

長 田 委 員 もっとあるということですか。あるだろうと。

砂防水資源 判断した状態での影響する家屋ということですので、直接この沢に接している家

課 長 屋だけとは限らないわけです。

先ほどのご質問の中で、大沢川の流量につきましてお答えします。７．７ｔ／ｓ

の断面です。

森杉部会長 先ほどの私の質問ですが、今年または来年、この事業を一定程度遂行される予定

ですか、それとも町道ができるまでは一切ここは中止しておくという予定でしょう

か。その点についてお聞きしたいのですが。

砂防水資源 今の状況では、１８年度の町道の着手をもって再開するという形に現在では考え

課 長 ております。

森杉部会長 そうすると、少なくともここの審議会としての答申としては、対応方針に書いて

ある事業継続ではなくて中止と。理由は、町道が動くまでは中止しますよと、いう

ような答申でよろしいでしょうか （ 休止ですね」の声あり 。休止という言葉を。「 ）

使えるのでしょうか。

加 藤 委 員 対応方針案の方を休止で、再提案みたいな形の方が方針としてはいいのではない
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ですか。

森杉部会長 もう一度おっしゃって下さい。

加 藤 委 員 ここにあります今対応方針案として県の方は事業継続で出してきているわけです

ね。ところが、県の態度としてはもうはっきり休止という方針である程度かたまっ

ているわけです。だから、対応方針案の方を休止ということで再提案してもらうと

いう形にすれば。

森杉部会長 向こうはＯＫいただいているわけですから、この対応方針案としては、我々とし

ては中止という答申をするということでいかがですか。県サイドもＯＫしているわ

けですから、改めて出していただく必要はないのではないでしょうか。

加 藤 委 員 表現的に変えて出すんです。

森杉部会長 こちらで決めましょう。また出すとなると大変かもしれないから、ここで皆さん

よろしければ。

徳 永 委 員 多分、休止という形で、２年凍結でやるんだったら後ろの便益計算は全部やり直

しになると思うんですけれども。

例えば、２年休止した場合、後で追いつけるわけですか。予定どおり２３年度に

は重点配分というか、予算配分だけで調整はつくものなんですか。

砂防水資源 現時点では予定どおりに完成させたいと思っております。

課 長

森杉部会長 その可能性もありますが、一旦中止しておけば、現状の便益は、１８年に再開し

たときの便益計算とか、あるいは現在ついたままの便益計算も仮想の計算になるわ

けですね。中止を一旦しておけば、やり直す必要はないですね。再開するときにも

う１回便益計算をやればいいわけです。ですから、我々の答申としてはこのままの

資料で中止としたらどうですか。

沼 倉 委 員 もしやるなら、詳細審議で調整された方がいいかと思います。

徳 永 委 員 現状で、こちらで休止という答申でいけば、詳細はしなくてもいいのではないで

すか。

森杉部会長 現状のままで中止か休止、どちらでもいいと思いますが、理由もはっきりしてい

ますし、この段階で詳細審議することなく、休止または中止という答申をしたいと

思います。沼倉先生は詳細審議すべきではないかというご意見ですが、ご意見を下

さい。

加 藤 委 員 詳細審議はなくてもいいと思うんですが、このままですと県の方は事業継続とい
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う意思に対して、この部会が休止なり中止という判断をしたという、そういうふう

な形になるんですね。それでよければいいと思います。もうはっきりしているから、

私は最初から対応方針案を休止だか中止だかで出していただいて、それを部会が認

めるみたいな形でいいのではないかなと、個人的には思っています。

森杉部会長 同じことですからいいでしょう。提案ですが、対応方針としての我々の答申案は

中止または休止ということにしたいと思います。理由としては町道との対応をとっ

ていただくというためにしばらくの間中止をお願いしたいという形で答申したいと

思います。よろしいでしょうか。

〔はいの声〕

森杉部会長 ありがとうございました。

では１０番にまいります。

砂防水資源 それでは、引き続きまして弥治郎地すべり対策事業ということで、箇所が白石市

課 長 の福岡八宮字弥治郎地内ということでございます。地図は５ページにございます。

白石市福岡ということで、ちょうど弥治郎地区のこけしで有名なところです。その

地区でございます。場所が、このところに点々と人家があるわけですけれども、そ

れを縫うようにして県道がこういうように屈曲して横断しているというような形に

なっております。さらに詳しいのが６ページ、７ページでして、地すべり区域Ａブ

ロックからＤブロックというような形で点在をしております。

経緯を申しますと、昭和６０年にＡブロックにおいて幅４０ｍにわたって亀裂が

発生しまして、それで対策が必要だということになりました。周辺地区もあわせて

調査しましたところ、この図面のとおりのブロックで地すべり形状が見られたとい

うことでございます。それで、昭和６１年３月指定を受けております。

８ページ、９ページがその横断でございます。ブロックごとの横断がございます。

それぞれ横ボーリング、それから水抜きをするための集水井です。それから排土工、

擁壁等を施工しております。１０ページが全体の航空写真でして、１１ページがブ

ロックごとの多少詳しい写真でございます。１１、１２、１３というような形でな

っております。１４ページにはアンカー工で施工した部分。それからブロック末端

での湧水状況の写真がございまして、１５ページがアンカー工法それから１６ペー

ジが同じく横ボーリングによって湧水を抜き出しているという形になっております。

１７ページに地すべりに対する対策工法の説明図が載っております。抑制工、抑止

工、これらをそれぞれ必要な箇所に施工しております。

それで、４ページをごらんになっていただきたいのですが、それぞれブロックご

とに施工してきましたけれども、一応平成１１年度で慨成ということで、一旦その

時点で工事を完了しまして、平成１２年度に地すべり区域の変動状況を観測しまし

た。ところが、やっぱり再チェックしたところ、まだ変動が見られるということで、

１３年度からまた再開しております。そういう形になっております。

それでは、１ページに戻りまして、地すべり事業ということで、対象区域が７３．

３haということで、先ほど申し上げました工法を施工しております。補助事業でご

ざいまして１対１の割合でございます。事業採択が昭和６１年、用地買収が６３年
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に着手しております。当初平成１１年度、先ほど申し上げましたけれども、１１年

度に完成予定ということで、一応工事的には完成した形になりましたけれども、当

初３億でございましたが、その後地盤が動いているということで見直しまして、変

更で５億６，７００万円という形になっております。そのうち１５年度まで４億４，

９００万円の事業費を使っておりまして、全体の進捗率が７９．２％ということに

なっております。それぞれブロックごとに観測計器を入れまして観測を続けている

わけでございます。

２ページをごらんになっていただきたいのですが、先ほど申し上げましたとおり

平成１１年度に慨成、平成１２年度に観測した結果平成１３年度から事業を再開し

ております。事業をめぐる社会情勢ということで、特に平成１４年７月の台風６号

によりまして、このブロックのうちのＡブロックで一部のり面崩壊が発生しており

ます。生態系、景観ということですが、これは特に景観なんでしょうけれども、そ

れらを考慮しながらそれぞれの工法を施工しております。地元の意見としましては、

地元の人家が散在していますが、これらの住民の方の安心な生活を確保するための

事業だということで、地元の要望も非常に強い事業でございます。代替案としては、

現在の施工しか考えられないということで、ベストの状態でやっていると思ってお

ります。コスト縮減につきましては、工種を選ぶに当たって経済比較をして、でき

るだけ経済的なものも採用するようには努めております。費用対効果の分析でござ

いますが、総費用が５億４，４００万円、事業効果が１８億５，３００万円、事業

全体としては３．４１、残事業としては２．８７ということであります。

特に、地すべりの事業につきましては、どうしてもこの場所と同じように観測を

しながら安定を確認して、さらに安定度が確保されないとすればまた追加工事でや

るというような形で、どうしても安定しない場合には事業費が拡大していくと。同

じ区域の中で拡大していくというような宿命を持っているのではないかと思ってお

ります。

以上でございます。

森杉部会長 ありがとうございました。

どうぞご質問、ご意見お願いいたします。

沼 倉 委 員 残事業を行っていくことで、この地区の地すべりはどの程度なくなるんでしょう

か。完全になくなるんでしょうか。

砂防水資源 安定化させるための必要最低限というふうに考えております。

課 長

沼 倉 委 員 あと１億１，８００万円を投じれば、この地区は完全に安心して暮らせる状態に

なって、追加でこのようなことが起きることはないのですか。

砂防水資源 それは、平成１１年度に一旦慨成して、また再開したと同じように、これは現在、

課 長 我々が考えている時点での話なので、施工後確認した上でないと、それはちょっと

わかりません。これは、どうしても地すべりというのはそういう形で、現時点で考

えられるベストです。



- 21 -

森杉部会長 これは難しい問題ですよね。特に地すべりは難しいですね。しかも、このＡ３ブ

ロックは、５ページの図面でいうとすぐ下に人家があるのではないですか。

徳 永 委 員 そういうことで、事情はよくわかって、それしかないのだろうと思うんですが、

ただ、事業の進め方として果たしてこれでいいのかという疑問はやっぱり残らざる

を得ないのです。そういう意味では、平成１１年度で慨成しているという、このま

た慨成の意味はあいまいなんですけれども、一応当初予定の工事はすべてやって、

という段階で一応その事業は終わっているわけですよね。ただ、その効果発現とい

うか、その間の雨とかそういうことでまた条件悪くなるとか、いろいろなこともあ

ると思うんですが、それで確認したら当初予定では十分ではなかったということで、

言ってみれば追加事業が行われているということに、やっぱり客観的に見るとそう

いうふうにしか見えないのですよね。

そういう意味で、そういうことで言えば、ずるずると幾らでも事業を引っ張って

いけるというような仕組みと受け取られかねないようなことでは、ちょっと問題が

あるのかなという気もするので、ここら辺、事業の切り方というのか。追加でやは

り必要だということであれば、また新たな事業として評価していくべきではないか

と思うんです。それだけのことをやってもどうしてもだめだということになったと

きは、もう本当に最悪は移転補償とか別の対策で考えるというようなことをしっか

り議論していただかないといけないのかなという気はするんです。ですから、今回

の事業に対してということでもないのですが、これまた河川の議論とも共通するよ

うな感じがするんですけれども、事業の切り方ですよね。

今回の調書で言うと、計画変更実施年度というところが空欄になっているわけで

すけれども、これは平成１１年に慨成して平成１２年に計画変更されているわけで

すよね。なので、何かちょっと矛盾するというか、タイミング的に別の事業に移り

変わっているのかなという気がしないでもないのですけれども。

砂防水資源 その辺、ちょっとほかの事例と違うあれなので、平成１１年で一応目的の工事量

課 長 は達成しましたと。それで、効果を見て確認して、それで足りないということで、

さらに上積みの事業費を計画したわけなので、あえてここに計画変更実施年度とい

うふうに書けば、平成１２年度に工事の効果を確認した上で再積算したというよう

な形で、あえて書けば平成１２年ということになるかと思います。

岡 田 委 員 平成１１年度に慨成した後の事業の採択のルールというか、それは当初とは違っ

て県がモニタリングして必要だなと思えば、そのとおりやれてしまうんですか。

砂防水資源 そのとおりといいますか、国交省との協議はありますけれども、県が必要なもの

課 長 を提案して、それを認めてもらうというような形の事業採択です。

岡 田 委 員 先ほど午前中の勉強会では、地元町村ないしは農家の方が申請をして初めて事業

採択だというのとはまるで違うわけですよね。

砂防水資源 それにかわる、県が住民にかわってその辺の判断をするという形になるかと思い
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課 長 ます。

岡 田 委 員 その場合に、公共事業として、まさにこの方々、２７戸の不安を取り除ける、そ

のレベルというのは、実は展望がないというか、どこまで行ってもわからていとい

うのでしょうか。

砂防水資源 一応、計算上ですよ、土の中ですから必ずしも想定した状況と合致しているかど

課 長 うかわかりませんけれども、一応安全率を設定しまして、その安全率に至る工法、

追加工法を提案するわけです。ですから、やみくもにやっているわけではないわけ

です。あくまでも、必要な安全率を確保するための最低限の工事費ということを掲

げるわけなので、コスト的にもできるだけ効果のあるようなコスト的にも安いもの

をという選別の中から事業費を積算していますので、やみくもにやっているわけで

はございません。

岡 田 委 員 そうなんですけれども、逆にこの心配は、そのことで、大変申しわけないのです

が、多少はかるべきところが、ちょっとこの場所が違っていたり、多少の甘さがあ

って、実は地すべりがその後も起ってというようなことがあると、この２７戸に対

しては何か公共事業でやったにもかかわらず大変何というか中途半端なことをやっ

てしまって、むしろ公的な処置の仕方としてはここはもう大変危険だと、そういう

意味であなた方それを承知の上でとか、あるいは別の方法というのも考えられない

のだろうかという、そういう方法論というのはないのですか。あくまでも工事、工

事、工事でいくわけですよね、今の姿勢ですと。

砂防水資源 地元の方も、ここを離れてあえて移転をしてもいいというような意見は一切ござ

課 長 いませんので、やっぱり今の生活をそのまま維持しながらという形の方向になりが

ちだと思うんです。

今回の平の地すべりみたいに今にも崩れてきそうな箇所と違いまして、雨降った

ときに局部的に動くとか、そういう状況で今まで生活してきたわけです、地元の人

たちは。ですから、今さら危険ですからと言っても多分納得しないし、今までもそ

ういう話は出てきませんから、やっぱり生活を維持しながらというような形の工法

を考えざるを得ないということだと思うんです。

岡 田 委 員 おっしゃっていることはわかるんですが、公がどこまで危険に対して責任を持つ

かということになると、このケースだとちょっと持ち切れないのではないかと思う

んです。あるいは、県ないし国家がすべて安全を保障しますよという、そういう言

い方がこの先通用するんだろうかということなんです。

砂防水資源 その辺の判断としては、この費用対効果の話もあるでしょうし、それから郊外移

課 長 転費用と対工事費の比較とかあるんだと思うんですが、それ以前に住民の方の意向

としては地元で生活をそのまま続けたいという意向が強いですので。

岡 田 委 員 だから、私がもし妥協的な提案をするとすれば、２７戸の人がこの先も多分危険

ですよということを前提に、例えば意向調査をした場合に２７戸全員が本当にこの
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先も国家が支えてくださいと、丸ごと金をかけてくださいという意向が出るかどう

かですよね。それでも危ないですよということがもし前提としてあれば。何か泥沼

のような感じがしますね。

森杉部会長 先生、それは私の知っている限り、何度か災害が起きて裁判になったことがある

んです。国または地方公共団体が被告になりまして、住民が原告になって重大な瑕

疵があるのではないかと、あるいは防災に対する責任があるのではないかという裁

判が起きたんですが、裁判では常に住民が負けています。つまり責任は完全に、防

御をする責任はないのです。瑕疵とは言えないのです。ですから、お金がない場合

は整備は一定程度とどまらざるを得ない。しかも、恐らくそれは徹底的な住民に対

する通達をやっていないと思うのです。にもかかわらず、裁判では瑕疵にはならな

いのです、今までの判例では。ですから、今でも責任はないのですよ。

しかし、裁判ではないのですが、一定程度の整備は県に基づいて著しい不公平が

ないような形での恐らく最少限度の整備をしておくという責任はあるだろうと思い

ます。この問題は大きな問題だと思います。最近裁判起きていませんが、また多分

同じような裁判が起きると思います。しかも裁判官が言うことが変わることがある

のです。だから余り信用できないですが、非常に微妙な問題ですね。

岡 田 委 員 ちょっと気がかりなのは、最近の異常気象というか、５０年に１遍とか、そんな

話ではなくて、本当に２００年に１遍ぐらいな時間雨量１００㎜が出るような、そ

ういう雨量を経験するということになると、公としてどこまで責任を負えるんだろ

うか、責任を持ちますよと言っておいて災害が起こった、今のように裁判ではし

かし瑕疵はなかったということになると、これでいいのかなという感じしますよね。

森杉部会長 この問題はどうしましょうか。結局、午前中の問題と同じように極めて重大な問

題ですよね。基本的政策の方針ですよね。

ただ、私は、こういう地すべり対策は国土保全の観点で、人がいなくても要るの

ではないかと思います。一定程度のお金をかけて整備しておくべきではないかと思

います。国土保全するという、そういう発想すらも要るのではないかと私は思って

います。

岡 田 委 員 そこは、ちょっと委員長と私考え違っていまして、保全をするというのを完璧に

コントロールするとかプリザベートするみたいな、そういう発想ではないと思うん

ですよ、これからは。やっぱり共存できる範囲で、要するに山は崩れて当たり前な

んですから、侵食が起こるのは当たり前ですから、それをどこまで我々の生活との

間で共存できるかという判断の問題であって、そういう意味では余計に保全をする

みたいな、何というか人間のおごりが出た保全は私はするべきではないという考え

方を持っているんです。

森杉部会長 意見がいろいろ違うかもしれませんね、ほかの方も。コストベネフィットとの関

係で問題だと思いますが。

沼 倉 委 員 ここは弥治郎のこけし村のある地域だと思うんですが、多分。ちょっと場所は同
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じ中に位置づけているかわからないのですけれども、仮に、ある意味非常に危険な

地域であることはいろいろ手を尽くしてもあると思うんですが、もしここに、白石

市がどのような考えを持っているのかわからないのですけれども、そういう地域に

無理な観光資源とか、そういうことを投下されると、ちょっと災害の発生する可能

性の高い地域を開発するということにつながりかねないのかなという気もちょっと

持ったんですけれども、もしかしたらちょっと場所がずれているのかもしれません

が。場所、ずれていますか、こけし関係の （ １０ページに写真出ていますね」。 「

「観光地です 「こけしを買いに人が集まる場所です」の声あり）そういう場所な」

んですか。

森杉部会長 でしたら、なるべく移転することなく、ぜひそこに定住していただきたいですね。

カリフォルニアでも、しょっちゅう洪水が起こるところにレストランなんか何回も

建てていますね。資産があるところでは防災が少々悪くても、災害があっても何と

か対抗しようとする方が多いと思います。

岡 田 委 員 アメリカの場合、あるいはヨーロッパもそうですけれども、それはもう個人の責

任ですよということで、まず線引きをしますよね。

森杉部会長 はい、それはやります。保険も入ります。強制保険ですね。それは日本の問題が

あるところですね。

さて、どうしましょう。私は、これはこれでいろいろ問題あるかもしれないけれ

ども、詳細審議しても意見は変わらないから継続ということでよろしいかと思いま

すが、根本的なところに問題点があることは、防災投資そのもの全般に関する問題

提起ですよね。それは、１回お聞きしておく必要があるかもしれませんね、附帯意

見ぐらいにしておいて、継続ということでいかがですか。詳細審議なしでよろしい

でしょうか。

徳 永 委 員 それ自体は賛成なんですが、今回便益も出ているのでいいと思うんですけれども

、ただ、問題はやはり一応慨成していてある程度の効果は出ているのか、いないの

かなんですが。そこの判断なんですが、全く慨成で全然効果が出ないということで

追加工事が必要な場合と、ある程度は効果が出ているんだけれども、やはり降雨確

率とか、そういうような問題もあって完全にはいつまでたってもいかないと思うん

ですが、もう少し安全度を上げるために追加工事をするんだということであれば、

やっぱり一遍事業は終わっているのではないかという、そういう気がどうしてもし

てしまうんです。ですから、追加投資に対して、果たして追加便益がちゃんとある

のかどうかという判断のもとに再度事業を起していただくというのが本来の手続な

のかなという気がするんですけれども。

砂防水資源 その場合、多分今回の弥治郎の場合は後者の部分です。少なくとも安全率は手を

課 長 つける前よりは上がっています。ただ、目標の例えば１．２とかという安心して住

める状態まではまだ足りないのかなということで追加事業になったわけです。その

場合、追加した事業費はまず出ますけれども、では守るべき資産はどういうふうに

計算されるんでしょうかね。同じ対象物ですよね。そういった場合に、安全率の比
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率でやるんでしょうか。その辺ですね、計算するにしても。

森杉部会長 そうですね。安全率に応じて、今の計算では１００年確率と３０分の１と１０分

の１でやっていましたか。

砂防水資源 その場合は河川経費ですけれども、地すべりの場合は安全率が１．２。

課 長

森杉部会長 地滑りの場合確率を変える以外ないですね。どうぞ。

田 中 この手の話というのは、かなり特殊性があるんだと思うんです。やっぱり地面の

副 部 会 長 中の物性値とか、そういったものを隈無く調べるということは非常に金がかかって、

そもそも現実的ではないし、そういった意味で午前中のときもお話ししたんですけ

れども、例えば道路のこととか川のこととかとかなり違う切り口があるんだと思う

んです。道路とかなんていうのは明らかに見えますし、川のことでも、異常気象と

かで１００年に１遍の雨だよとかということはある程度我々も経験しているような

こともあって、そうするとこういうことが起こり得るんだねということはある程度

見えるところはあります。その点、この手の話は、ちょっと我々がなかなか計り知

れない部分が技術的なところにもあるのではないかと思うんです。ですから、そこ

ら辺をどうとらえるかで、先ほどの事業がある程度概成しているのか、あるいはや

はりここまでいかねばならないのかというところが判断が分かれるところもあるの

ではないかと思うのです。そういう意味では、完全率とか、どういう物性値に基づ

いてとか、結構細かいところが絡んできていて、何かのときにまた勉強会をやる必

要もあるのかなという感じがします。

森杉部会長 そんなに難しいことはないと思います。安全率がこれだったら破壊する確率、こ

れは滑る確率が幾らかという対応関係がつけばいいのですね、基本的に。

田 中 それと、物性値でどういうふうにつながっているかとかですね。

副 部 会 長

森杉部会長 物性値にすぐつながるでしょう。だからモデル的なものをつくらざるを得ないで

すね。

田 中 そこの確実、不確実性がこれだけあるとかですね。

副 部 会 長

森杉部会長 今の件、よろしいでしょうか。手続の問題のような感じもしますけれども。

徳 永 委 員 永遠に続くのではないかというようなことになると問題があるので、何かどこか

で一遍ぐらい切らないといけないだろうなということで、ではいつ切るのというと

ころの判断基準ですよね。
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森杉部会長 その点については、この地すべりの場合は補助事業でしょう。国が半分出すこと

が決まっているのですから、チェックは入りますよね。国自身がたくさん事業やり

たいということになるかも知れませんけれども、その手続問題は、一定の安全率が

どうかというものを、現場そのものが説明していますから、案外クリアではないか

なと思うのです。

徳 永 委 員 保障されているということであれば。

森杉部会長 多分、私はその辺は今回の場合はいいかなと思っています。本来、詳細審議の対

象でしたが、お話を聞いていますといいのではないかと思いますが、よろしいでし

ょうか。

〔はいの声〕

森杉部会長 ありがとうございました。

今１０番までいきました。

米倉行政評 １点よろしいでしょうか。事務局から確認したいのですけれども。

価室長補佐 ９番、前のやつなんですけれども、今回の意見ということで条件が整うまで休止

することということでよろしいでしょうか。といいますのは、先ほど部会長の方か

ら「休止 「中止」の文言の話がありましたけれども、県の評価ですので県条例に」

根拠を置くわけですけれども、文言上は基準に基づいて定性的、定量的に分析して、

公共事業を継続することが適切であるかどうかを部局が判定するということで、そ

の形が事業継続という評価になっているわけですけれども、これに対して今回部会

の方で意見を述べるということで、その部会の述べるコメントとして必ずしも条例

規則上は「事業継続」だとか「中止」だとか「休止」とかという文言でカテゴライ

ズされているものは何もないのです。

森杉部会長 そうですか。では 「休止」という言葉がいいと思います。理由がはっきりして、

いますから。

よろしいでしょうか。

それでは、休憩いたします。

休憩（午後３時２８分）

再開（午後３時３７分）

森杉部会長 再開いたします。残る事業は道路です。

早速ですが、ご説明の方をよろしくお願いいたします。

道 路 建 設 道路建設課長の千田と申します。５件ほど、よろしくお願いいたします。

課 長 １番目のみやぎ県北高速幹線道路整備事業のⅠ期工事につきましてご説明を申し

上げます。

施工場所につきましては、築館町の加倉から若柳町の新田地内でございます。こ
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の事業の概要、事業の制度につきまして、その目的でございますが、みやぎ県北高

速幹線道路は、東北縦貫道の築館インターから三陸縦貫自動車道の登米インター間

を結ぶ約２８㎞の高速幹線道路というふうに位置づけております。これらにつきま

しては、地元の栗原あるいは登米地方の地域の活性化及び産業の振興に資するとい

うことはもちろんのことでございますが、地域高規格道路ということで位置づけら

れておりますことから、高速性、定時性にすぐれた自動車専用道路というふうに私

どもしております。

事業中の第Ⅰ期の区間につきましては、特に事業効果の高い築館町の加倉から迫

町の北方地内の約８．８㎞、暫定２車で整備しようとするものでございます。ちょ

っと後ろの６ページをごらんになっていただきたいのですが、この図面でございま

すように、茶色で塗っているところが今回の路線計画でございます。右側に国道３

９８号が通っております。左側には新幹線をまたいでいるんですけれども、築館登

米線という県道にタッチする。この先が築館インターチェンジというふうになりま

す。右側は国道３９８号ずっと通って迫のところに向かうというふうになっており

ます。この８．８㎞区間を暫定２車で整備するものでございます。

ここに事業の内容を記載してございますが、計画幅員としましては車道が７ｍ、

全部で１２ｍというふうになっておりまして、設計速度は８０㎞／ｈ。全体事業費

は３１５億円を想定してございます。これにつきましては、地方道路整備改修事業

ということで国庫補助５５％を受けてございます。根拠法令につきましては、道路

法の５６条にのっとってございます。

事業の進捗状況でございますが、平成７年に事業採択を受けまして、当初は平成

１９年を完了目途としておりました。これを、諸所の事情によりまして平成２４年

を完了年次に想定してございます。全体事業費でいえば、先ほど言いました３１５

億円、うち用地は５３億円ちょっとでございます。全体の事業進捗状況でございま

すが４９％、用地につきましては９５％弱、工事につきましては４０％弱というふ

うになってございまして、全体の乖離度はマイナス２０％というふうになってござ

います。

次に、工事、用地補償等の進捗状況について、もう少し詳しくご説明申し上げま

す。用地につきましては、今年度ですべて完了する予定でございます。それから、

工事につきましては、ここの地区は軟弱地盤の部分ということで、沈下に時間を要

します。そういったことから、平成７年度から工事を進めておりますけれども、こ

の沈下に時間を要するポイント区間につきましては、ほぼ施工は完了してございま

す。今後につきましては、早期供用あるいは段階供用を図るということで、早期に

事業発現を目指したいと考えておりまして、かけＩＣ、それと後ろの６ページをご

らんになってください、８．８㎞のうち中間部に２カ所インターチェンジがありま

す。右側がかけインターチェンジ、それから左側が上畑岡インターチェンジという

ふうになって、ここで一般交通の出入りをコントロールしようと考えておるわけで

すが、かけＩＣから国道３９８号の間につきましては、平成２０年度にまでに完成

させる。それから、上畑岡ＩＣから左側に加倉地区というのがございますけれども、

ここにつきましては平成２２年度の完了を図る。全体は平成２４年でございますが、

そういった段階供用を図って事業の早期発現を目指したい、このように考えており

ます。

施設の供用状況につきましては、現時点で供用箇所はございません。
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次のページにまいります。全体事業費の変更につきましてはございません。

それから、完成年度の遅れでございますが、５年ほど遅れてございますけれども、

先ほどお話ししましたが、過年度、用地交渉を進めてございましたが、用地交渉に

非常に難行を来しました。虫食い状態の用地買収にならざるを得なかったというこ

ともございまして、工事がうまく進まない、進入路の確保もうまくできない、こう

いった諸事情がございまして、工事を全域的に展開することができなかった、こう

いった状況等もございまして、５年の遅れになってございます。

今後の進捗の見込みでございますが、平成１６年度、今年度中に用地買収につき

ましては完了する見込みでございまして、そういったことから、今後は全域にわた

って工事を展開することが可能になります。先ほど申しましたように事業効果の早

期発現のためにいろいろ工夫して段階施工をやっていきたいと、このように考えて

おりまして、県の財政状況の影響がなければ概ね順調な進捗が見込まれるのではな

いかと考えております。

事業の変化等につきましては、本件における三陸縦貫自動車道の整備というのが

順調に整備されてございます。登米インターチェンジにつきましては、先ほど国の

方で平成１９年度までに完了するというような報告がなされてございます。そうい

ったように順調に三陸縦貫道が北進してございます。そういったことから、三陸縦

貫道と既存の東北縦貫自動車道を連結する本路線については、引き続き路線として

の重要性は高まっているもの、重要なものと考えてございます。

生態系、景観への影響でございますが、ここにつきましては、先ほど６ページの

写真でごらんいただきましたように、あるいは５ページにありますようにラムサー

ル条約の湿地指定に指定されてございます。そういったことから、特に工事に際し

ましては環境対策検討委員会というのを立ち上げまして、その中でいろいろな環境

に配慮した工法をとるようにということで、いろいろなご意見をいただいておりま

す。そういったことから、環境委員会でのご提言を踏まえてさまざまな生態系への

配慮、あるいは環境への配慮を実施していきたいと思っておりますし、現にやって

いるというような状況です。

それから、地元状況、地元の意見でございますが、国道３９８号それから築館登

米線の代替路線といたしまして栗原圏域と登米圏域の最短路線となります。こうい

ったことから、早期の供用開始を地元から求められております。また、この路線に

つきましては、くりこま高原駅から利用客も見込めるということもございます。そ

ういったことで地域一体の地域振興にも役立つということで、早期完全供用の要望

が非常に強うございます。ちなみに、みやぎ県北高規格幹線道路期成促進同盟会と

いうのが組織されてございまして、要望活動がなされているところでございます。

代替案の可能性の検討でございますが、５ページ目にありますようにＡルートと

Ｂルートという２ルートを検討いたしました。Ａルートというのは上の方の茶色い

実線、それからＢルートというのはもう少し南側を通る伊豆沼に近づいた路線でご

ざいます。この２ルートについて検討してございます。この検討結果でございます

が、現ルートの南側を通る最短ルートにつきましては、環境に与える影響が非常に

大きいというような評価になってございまして、今回はラムサール条約の指定地で

もあるということから、環境の少ない、しかも工費的にも安い、有利なルートの現

ルートというふうに選定されてございます。

コスト縮減の状況につきましては、さまざまなコスト縮減対策をやってございま
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すけれども、まず構造物関係で節減対策をやってございます。ここに記載のとおり

でございますが、構造物関係でもその縮減対策をやってございますし、切土部分も

当然ございまして、この切土が盛土に適さない不良土というふうになって、当初は

捨土するというような計画でございましたが、極力現地で消化するということを考

えまして、これに基づきましてコスト縮減も図ってございます。そのほか、のり面

の緑化工法におきましても現地材を使うなど、廃棄物として出るものを抑えるとい

った工夫、あるいはコスト縮減ということを両立させて検討してございます。

費用対効果でございますが、県北Ⅰ期の交通量、２５年に供用開始でございます

が、ここの表に記載のとおりでございます。①の費用のところで基準年における現

在価値Ｃでございますが、改築費、維持修繕費合わせまして３１９億円、それに対

しまして②の便益でございますが （Ｂ）のところでございますが、走行時間短縮、

便益、それから走行費用削減便益、それから交通事故減少便益、この三つ合わせま

して７９５億円でございます。これを計算いたしますと、下の方にございますよう

に全体事業のＢ／Ｃにつきましては２．５になります。さらに、残事業につきまし

ては費用が１１５億、それから便益が７９５億円見込まれておりまして、残事業の

Ｂ／Ｃにつきましては６．９というふうになっております。

私どもの考えといたしましては、事業の継続ということでお願いしたいと思いま

す。以上です。

森杉部会長 ありがとうございました。

ご審議の方、お願いいたします。どうぞ。

沼 倉 委 員 この事業は継続で問題ないと思うんですけれども、最後のＢ／Ｃの出し方で、全

体と残事業のベネフィットの金額が同じなんですが、ここで残事業のＢ／Ｃを出し

ていただきたいというか、今までの便益を除いたものという意味でこの残事業のＢ

／Ｃというものが記載して、そういう意図だと思うんですが、多分、この事業では

どこも開通していないので分けることができないので、多分この残事業の記載は不

用な事業なのかなというふうにちょっと思っています。感想ということだけでもい

いのですけれども。

森杉部会長 わかりました。

どうぞ、徳永先生。

徳 永 委 員 ちょっといろいろ状況を教えていただきたいのですが、これは無料でやられるこ

とになるわけですね。

道 路 建 設 今、ご存じのように三陸縦貫道につきましては、石巻河南インターから北側につ

課 長 きましては無料化されてございます。その南側は有料ですけれども、三陸縦貫道は

もう既に無料化ということで整備が進められておるんですが、この県北高速幹線道

路につきましてもアクセスコントロールはいたしますけれども、無料でということ

で考えてございます。

徳 永 委 員 そのときに取りつけ部分はどうなるんでしょうか。あと、加倉インターとか出て
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くるんですが、それがどこに当たるのか。かけインターともう一つは出ていますけ

れども。

道 路 建 設 ６ページの写真で申しますと、加倉インターというのが丸印はついていないので

課 長 すけれども、一番左側、茶色のところが現状とタッチするところでございます。そ

こがインターになります。

徳 永 委 員 ここはインターなんですか、それとも交差点みたいな。

道 路 建 設 今は、交差点ということで考えてございます。同じように国道３９８号について

課 長 もそうです。

遠 藤 委 員 将来利用するであろう我が身にすると無料というのはありがたいなと思うんです

けれども、全長２８㎞の中のⅠ期工事８㎞ということなんですけれども、全体像を

教えていただければありがたいのですが。

道 路 建 設 全体像は、２８㎞ございます。築館インターから登米インター間を結ぶという

課 長 ふうに考えてございます。これにつきましては、地域高規格道路に指定されている

というふうになってございます。Ⅰ期工事は８．８㎞、平成２４年までです。

森杉部会長 地図ありませんか。地図をちょっと広げていただいて、イメージがわかると大分

違うと思いますので。３個ぐらい配れますか。

道 路 建 設 全体２８㎞を４工区に分けて整備したいと、このように考えております。４工

課 長 区は、西側から申しますと築館インターから先ほどの加倉インターまで、これをⅢ

期工事として４㎞ございますが、Ⅲ期工事として位置づけたいというふうに考えて

います。そこから、先ほど８．８㎞とお話をしましたが、約９㎞区間、加倉工区か

ら北方工区、国道３９８号にタッチするのが北方ＩＣでございますが、その区間を

ただいま事業実施しているⅠ期。国道３９８号の北方バイパスというのを利用いた

しまして迫の入り口に入る船橋というところがございますが、その区間をⅣ期工事

ということで、７㎞を想定しています。それで、最後に迫町の船橋から三陸縦貫道

の登米インターまでの間、約８㎞ございますが、これはⅡ期でやっていきたいとい

うことです。

４区間それぞれ西側からいいますと４㎞、９㎞、７㎞、８㎞、合計２８㎞になる

わけですが、第Ⅰ期工事といたしましては、先ほど説明したところの８．８㎞と言

っていましたけれども、９㎞部分を第Ⅰ期工事。第Ⅱ期工事は、東の方に参りまし

て迫から築館ＩＣのところをⅡ期工事として実施したいということでございます。

Ⅲ期工事につきましては、今度は西側に戻りまして加倉から築館インターチェンジ

までの４㎞をやると。それで、最後に北方から迫の入り口の船橋の７㎞区間をやり

たい。このような事業執行計画でございます。

遠 藤 委 員 最終完成年度というのは、現時点で把握できていますか。
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道 路 建 設 今、構想ということでお話を受け取っていただきたいと、このように考えます。

課 長 したがいまして、完成年度につきましては見通しは立っておりません。

加 藤 委 員 ４工区分の、例えば分けた総事業費もまだ検討ついていない。

道 路 建 設 はい、ついておりません。

課 長

遠 藤 委 員 周辺に、今回の工事区間の南側に長沼ダムの設定があろうかと思うんですけれど

も、その工事との関連とか、その工事によって道路の方も早まるとかという、そう

いう連絡性はないのでしょうか。

道 路 建 設 実は、長沼ダムという工事を県でやっております。６ページの写真でまいります

課 長 と、ちょうど右下のところにかすかに長沼、これが長沼でございます。長沼のとこ

ろから右の上に、国道と書いたところのちょっと下の方に２本線が見えると思うん

ですけれども、これが導流堤でございます。迫川から水を引いて長沼に貯水する。

あるいは長沼から迫川に水を吐き出すという、この導流堤防が２本線見えます。こ

の工事をやっておりまして、国道３９８号というのが先ほどから出ていますが、こ

の工事に合わせまして、この区間は大バイパス工事をもう既に完了させております。

ですので、先ほど事業計画で最後にこの区間をⅣ期工事という説明をいたしました

が、当面このバイパス、大規模に改修いたしました国道３９８号のバイパスの区間

が利用できるということで事業調整を図っているということです。当面、この国道

３９８号の大バイパスをこの中で取り組んで利用したいということでございます。

徳 永 委 員 まず、３ページの費用対効果の計算のところですが、この現況交通量の２４年解

析データというのはどういう意味なのかということと、どこに対しての交通量なの

かということです。

道 路 建 設 図面でもおわかりのとおり、国道３９８号と築館登米線のど真ん中に自動車専用

課 長 道路として計画しておるわけですが、ここの記載についてはいろいろございますが

、ちょっと後ろの方にＢ／Ｃを算出するときに実は計算上使っているところがござ

います。１１－１のところでありますが、どこからどこかと申しますと、費用便益

計算なんかしたのは国道３９８号を使った場合と築館登米線を使った場合、２）の

ところでございますが、国道３９８号を使うと１７．１㎞、築館登米線を使うと１

０．８㎞で、新しい真ん中の今回の県北高速につきましては新道というところで書

いていまして１１．２㎞、９．８㎞となっていますが、お互い路線がタッチすると

ころまでカウントしていますので、８．８㎞はその中、バイパスは県北が８．８㎞、

それから取りつけの部分がございますので、こういったことになっています。そう

いったことで道路延長をカウントしてございます。

それから、２４年、２５年ということで費用便益を出してございますが、これに

つきましては、既存の道路の改修計画ではございません。全くの新規路線というふ

うな扱いになってございまして、簡便法ではなくて交通流解析による開通予定２４

年時の交通量を詳しく詳細法でこれについては出しました。したがって、別のやつ
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はみんな簡便法でやっておるわけですけれども、これは２４年の予測値でございま

す。そういうことで実施いたしておるということです。

徳 永 委 員 それはＯＤ交通量から出しているんですか、それとも断面交通量からですか。

道 路 建 設 ＯＤで出しています。Ｂゾーン単位のゾーン区分をしてございまして、将来ＯＤ

課 長 量を利用して残りに配分してございます。

徳 永 委 員 そのときに代替ルートというのが国道３９８号ということは、相当迂回していっ

ているという想定で時間短縮便益を出されていることになりますよね。恐らく、現

状としては伊豆沼沿いの道を、県道を使って行き来されているのではないかと思う

んですが、この地区の人たちは。

道 路 建 設 ６ページの写真でかすかに見えますが、国道３９８号というのは左側の国道とい

課 長 うところの記載がございます。それから真北に迫川という表示がありますが、ここ

を通って、ＪＲを通っているのが国道３９８号でございます。若柳町を通って志波

姫の方に入っていって、志波姫町と左肩上にちらっとございますが、そこを通って

築館町に行くわけです。それで、この茶色の線は国道のところからカウントしてい

まして、左側、西側は国道３９８号にタッチするまでの延長を拾っているというこ

とです。この間につきましては、もちろん小さい町道はありますけれども、通過交

通を捌くような町道は存在しないというふうになっております。したがいまして、

カウント上は、ネットワーク上は国道３９８号か新しい道路か、あるいは下の方に

築館登米線というのも同時に表示してございます。黒い線で築館登米線というのが

ございます、内沼のちょっと北側を通るものです。迫町と書いてある下側を通って

黒い線が見えますけれども、この周辺にはこういった通過交通に耐える路線という

のはこの２本ぐらいかなというふうに想定して計算いたしました。実際は、もっと

小さい路線はありますので、そこに分散される可能性は否定はできませんが、代替

路線としてはこの２路線を想定したということです。

森杉部会長 ついでに配分した結果、１００％新道に行くようになっていますね。国道３９８

号には残らないようになっていますね。１１－１ページの表の２）の延長・旅行速

度・旅行時間のところの一番下、交通量の配分のところですけれども、無しの場合

の現道が１００％で、ありの場合の新道が１００％になっていますね。これも悪く

はない仮定かも知れませんが。国道３９８号はもっと遠いですから、ＯＤベースで

いえばできたら全部こっちへ来るだろうというのもそんなに悪くはないような気も

しますが。

道路建設課 かわりに説明させていただきます。

今ほど、まず徳永先生のご質問でございますが、伊豆沼沿いの県道を迂回する車が

ほとんどではないかというご指摘がございましたが、これにつきましては、実際に

ネットワーク解析をいたしましたところ、県道を通っている車自体が多いところで

も１，０００台ぐらいでございました。これは、県北高速が開通した時点でかなり

少なくはなっているんですけれども、実際には国道３９８号とそれから沼の南側を
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通っております築館登米線、こちらの交通量の落ち込みが非常に大きくなってござ

いまして、例えば国道３９８号を３カ所で解析しておるんですけれども、一番多い

ところは県北高速が無しの場合には１万３，０００台ぐらいの交通量があるんです

が、これが開通することによりまして７，０００台弱に落ち込むと、半分ぐらいに

なってございます。それから、沼の南を回っています県道の方につきましては、県

北高速が無い場合５，０００台ぐらい通っているんですけれども、県北が開通しま

すと３分の１の１，５００台ぐらいに落ちてしまうというようなことになっていま

して、ほとんどの交通量がこちらの二つから転換されるものとして便益を出してご

ざいます。

それからもう一つ、１１－１ページの入力条件の一覧のところでは確かに１００

％となってございますが、実際に便益を計算しております１１－５ページというの

をごらんいただきたいのですけれども、こちら上から見てまいりますと、リンク１

・築館登米線、リンク２・国道３９８号とそれぞれなっておりまして、それぞれ交

通量の欄に目を転じていただきたいのですけれども、乗用車のところでリンク１・

築館登米線３，８００台となってございます。リンク２の国道３９８号の方は３，

１８４台というふうになってございます。これを車種別に振り分けまして、ずっと

そのまま交通量の欄の最下段に転じていただきたいのですけれども、合計数値とし

まして１万１，１７２台という数字が載ってございますが、実はこれが県北高速を

開通させたことによって県北高速に乗る車の数に符合しているわけでございます。

したがいまして、手法としましては、こちらにお諮りする前に林山先生にも見てい

ただいておりますが、妥当な方法であるというふうな評価をいただいております。

以上です。

徳 永 委 員 ちょっとよくわからないのですけれども、整備無しの時の配分が、それは配分さ

れているんですよね。そのときに、国道経由で行くと３４分かかって、県道経由だ

と２１分ということなんですか。それに対して、３ページの表だと一律３４分を使

っているように見えるんですが、そういうことではないのですか。

道路建設課 補足させていただきます。確かに、前半の３ページの方には、これは国道３９８

号の部分だけを載せているだけでございますが、実際に計算をするときは国道３９

８号をこの数字に使っております。また、築館登米線につきましては、築館登米線

の数値を使っておりまして、それは１１－１ページを開いていただきたいのですけ

れども、こちらの前提条件の２）延長・旅行速度・旅行時間と書いてございます。

その表の中なんですけれども、例えば時間で申しますと下から３行目と２行目でご

ざいます。下から３行目に国道３９８号線の場合の現道を通った場合の通過時間３

４．２分とございます。それが、今度県北道路が通った場合には一番右端の欄にな

るんですけれども、走行速度が上がることと距離が短縮されることで１３．６分に

縮まっております。したがいまして、先ほど便益算出表で見ていただいた３，８９

１台につきましては、３４．２分と１３．６分の差分について便益として計上して

ございます。それから、同じように南側を回る築館登米線につきましては、現在の

走行時間が２１．６分となってございます。これに対しまして県北が通りますと、

同じように走行速度が上昇することと距離が短縮されることで９．８分という結果

になってきます。この差分の１１．８分を便益として計上しております。よろしい
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でしょうか。

道 路 建 設 補足説明させていただきますと、３ページ目の費用対効果の現況及び計画のとこ

課 長 ろに記載している道路延長であるとか、走行速度であるとか、走行時間については、

国道３９８号の部分を代表して記載したということでございまして、実際費用便益

を出すときには国道３９８号と築館登米線にそれぞれ配分して、適正にＢ／Ｃを出

したということでございます。くどいようですが、表記上どのように記載したらい

いかわからなかったので、国道３９８号で代表させていただいたということでござ

います。

森杉部会長 ちょっとわかりませんね。私も専門としますから、この二人がわからないという

のはおかしいですね。１１－５ページに戻りましょう。これは時間便益を計算して

いる表ですよね。それで、左の欄の方は整備無しの場合の走行時間が書いてありま

す。無しの場合ですから、登米線と国道３９８号のそれぞれの場合の交通量と走行

時間が書いてあります。今度は有りの場合です。これはどういうことですか。すべ

て交通量がバイパスに来ます。築館登米線からは６，１４４台そのままがバイパス

に来ます。それから、国道３９８号からもそのままこの交通量がすべてバイパスに

来ます。それでスピードアップしますので便益があります。これが、ここで主張し

ておられることですね。

道 路 建 設 ここにつきましては、１万１，１７２台が新しいバイパスに乗ります。そういっ

課 長 たときに、左側を見ていただきたいのですが、それを整備無しと仮定するとどうな

るかと、要するにあり、無しで比較するしかございませんので、１万１，１７２台

を基数字で、それを整備有り、無しに振り戻したということで便益を出したという

ことでございます。

森杉部会長 振り戻したんですね。わかりました。もともと築館登米線とか国道３９８号に乗

っている交通量は、この６，０００とか５，０００ではなくてもっとたくさんある

のだけれども、そのうちの６，０００と５，０００がバイパスに移るでしょう、と

いう想定をしているということですね。そうすると築館登米線とか国道３９８号は、

一体将来はどういう数字になっているかと、そのうち幾ら行っているのかというよ

うな表現の仕方をしていただくとわかりやすいですね。

道 路 建 設 実は、別途資料に平成２４年度の配分交通量、現築館登米とか現国道３９８号に

課 長 はいくらなのかというのは、当然予測はもちろんしてございます。これは、今回こ

の資料には出しませんでしたので、うまく説明できませんでした。

森杉部会長 特に配分をやった場合には、そういう交通量を出してください。交通量の予測そ

のものを県や公共体やあるいは我々のような専門家は過大評価するのではないかと、

マスコミの人たちが疑っていますので、データを裏づけるような形にしていただき

たいと思います。

徳 永 委 員 あと、追加でなんですが、走行時間で９．８分と１３．６分というのはどういう
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意味合いのなかというのがよくわからないのですが、要するに同じ道路を通るんだ

けれども、起終点が違うんですか。

森杉部会長 それぞれ移ったときの交通量がバイパスを通ったときの所要時間ですか。

道路建設課 説明させていただきます。

９．８分とそれから１３．６分の違いでございますけれども、まず県北高速を使

って車が走る場合、国道３９８号を回っていた車と、それから南側の築館登米線を

使っていた車では当然走る経路が変わってまいります。それで、路線の性格上、全

部突き抜けるものとして実際の走行距離を設定してございます。

したがいまして、例えば国道３９８号をもともと利用していた車の話をさせてい

ただきますと、５ページに写真がございますが、ちょうどオレンジのラインの右端

が国道３９８号との接続点になっているんですけれども、ここを通りましてオレン

ジの県北を抜けて、なおかつ写真の左側のところに志波姫町と書いてございますけ

れども、ここの左側のところに黒い線が書いてございます。これが国道３９８号で

ございまして、これにぶつかるところまでの距離を拾ってございます。それで、従

前の距離は、従前と申しますのは国道３９８号をそのまま走り抜けた場合でござい

ますけれども、これは１７．１㎞でございます。この１７．１㎞を走行時間で割り

まして、それに６０分を掛けて３４．２分というような数値を出してございます。

一方、国道３９８号を回っていた車が県北高速を通り抜ける場合はどうなるかと

いうふうに考えた場合なんですが、走行経路としましては５ページの写真にござい

ますように国道の分岐点を抜けてオレンジ色の部分を走って、先ほど説明いたしま

したように左側のところで国道３９８号とぶつかるところまで走る距離という設定

をしてございます。この場合の実際の距離は１１．２㎞でございます。したがいま

して、距離自体が５㎞ほど短くなってございます。なおかつ、県北高速そのものが

自動車専用道でございますので、走行速度を６０㎞に設定して計算してございます。

つまり、全体の走行距離、県北高速を通った場合の走行距離１１．２㎞のうちの８．

８㎞は時速６０㎞、残りの２．４㎞につきましては１７．１㎞を走ったものと同じ

速度で設定しております。したがいまして、距離を速度で割って、その合計に６０

分を掛けるということで１３．６分という結果になっているわけであります。

９．８分というのは、築館登米線についての時間でございますけれども、出し方

は全く一緒でございます。

森杉部会長 お願いですが、図面を用意していただいて、数式の計算も口頭ではなくて、式を

この場で黒書いていただくと。その準備のもとに説明をお願いしたいと思います。

今後、ぜひお願いします。今日、全部終わると思いませんから。

徳 永 委 員 要するにネットワーク計算だから、しかもＢゾーンですからかなり広いはずなん

です。それの代表地点から２地点をとっていて、そういう意味でそういう距離設定

でいいのかどうかというのもちょっと疑問があるんですが、いずれにしてもどこと

どこのＯＤを考えた結果としてこういうふうになったのかということもちょっと必

要なのかなというところがあって、要するに国道３９８号とそれからここの高規格

を通る人とは若干目的地が違う可能性も多分にあるので、それを同等に扱っている
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ように見えるような資料だと、何かどうもよくわからんというコメントしか出しよ

うがないのです。

森杉部会長 時間がかかっていますが、詳細審議としますか。

徳 永 委 員 本来道路についても、こういうふうにネットワーク計算してくださいというのは

前からお願いしていたことで、言ってみればこれは初めてのケースなんですよね。

多分ほかの１２番以降は、単路部としての計算なのかなというふうに見ていたんで

すが、いずれにしてもネットワーク計算になると、この１枚の表現だけでは、３ペ

ージのような１枚だけの表現ではとても理解ができなくて、なおかつ１１－１から

の資料でも前提条件がさっぱりわからないので、なかなかこの表の数値だけを見さ

せられてもどういう仮定のもとに計算されているのかというのがさっぱりわからな

いので、いずれにしてもちょっと補足資料をお願いしたいというふうに思います。

森杉部会長 では、思い切って詳細審議しますか。焦点は今の交通量の方にだけに当たると思

いますが、そういうことでいいですね。交通量関係、ネットワーク配分、その結果

の整理、あるいは恐らくそのときにネットワークの中で大体どの路線を整備してい

ると考えるかとか、そういうことが問題になってきますね。

徳 永 委 員 そういう意味では、くりこま高原駅に行っている点線の道路ですとか、かけイン

ターですか、ここからつながっている道路とか、ここら辺との整備の連動ですよね。

そこら辺ができていると考えているのかどうかという当たりも全部関係してくる話

になってきますので。

森杉部会長 恐らくこれも継続でよいかと思いますが、関連する交通量を理解して公表してお

くこと、そのために詳細審議をするということでよろしいですか。

沼 倉 委 員 詳細審議になるときに、Ⅰ期工事からⅣ期工事まで大きな工事なんですけれども

、この工事の順番をどのようにお決めになられているのか、なるべく早く投下した

資本は利用に供した方がいいと思いますが、そのような利用の可能性というのをお

考えになられてⅠ期工事からⅣ期工事までの順番をお決めになられているかどうか

という点についてもお願いします。

森杉部会長 それでは、長時間ご議論いただきましたが、詳細審議ということになりましたの

で、まことに申しわけありませんが、よろしくお願いします。

それでは、余り時間もありませんので残念ながらきょうは打ち切ります。それで

よろしいですね。もう１件だけ。うまく行ったらもう２件ですが、１２番お願いい

たします。

道 路 建 設 一般県道大衡仙台線小野道路改良工事でございます。施工地名は、大和町の小野

課 長 地内。事業目的といたしましては、一般県道大衡仙台線は大衡村の大衡国道４号の

分岐から青葉区の木町通で４８号に至る幹線道路でございます。当路線は、国道４

号と並行に西側を走ってございまして、仙台中心部から北部中核地域への最短ルー
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トというふうになってございます。現況は、狭隘な道路でございまして、この狭隘

な現道をバイパスとして整備をいたします。都市計画決定されておるルートをとっ

て整備することにしてございます。この路線は、先ほど申しましたように国道の西

側を国道と並行に走るということでございまして、国道４号の恒常的な交通渋滞の

緩和を図るとともに、交流・物流の円滑な促進に大きく寄与する重要な路線と考え

てございます。

事業内容につきましては、延長が１．３㎞、設計速度６０㎞／ｈ、計画幅員は車

道６．５、全幅１１．５ｍ、これは暫定で施工いたしまして、将来的な計画は車道

１３ｍ、全幅２７ｍでございます。全体事業費が２７億２，９００万円となってご

ざいます。主体別の費用負担につきましては、平成７年度まで地方道改修事業とい

う補助事業で実施しました。このために県負担は５０％。それから８年から９年に

つきましては、緊急地方道路整備事業という手法をとりました。これにつきまして

も、国庫補助事業が５０％でございますので県負担は５０％。１０年度以降につき

ましては、県の単独事業ということで事業を実施してございます。

事業の進捗状況でございますが、事業採択は平成７年、当初の完成予定は２０年、

変更完成予定は２１年を想定してございます。全体の進捗状況でございますが、５

９．７％、それから用地につきましては町でもう既に買収した経緯がございまして、

これについては１００％、４車対応で買収済みでございます。工事進捗につきまし

ては５９．７％、乖離度はマイナス５％というふうになってございます。工事、用

地補償の進捗状況でございますが、用地補償につきましては、先ほど申しましたよ

うに平成７年度私ども事業採択受ける前に町ですべて用地は買収完了してございま

す。工事につきましては、１５年度までに暫定で９７万ｍ 、これは１２０万ｍ と3 3

書いてございますが、これは全体、将来に４車でやると１２０万ｍ 、今回暫定型3

でやりますので９７万ｍ のうち５３万ｍ につきまして土砂の搬出が完了してござ3 3

います。施設の供用状況につきましては、まだございません。

２ページに移りますが、全体事業費の変更もございません。それから、当初から

の遅れの要因でございますが、１年の遅れ、２０年から２１年ということで１年の

遅れでございますが、大量の捨土場所の確保に調整を要しました。こういったこと

で完了年次が１年遅延してございます。今後の見込みでございますが、今のところ

大部分の捨土場所につきましては確保しつつ、一部まだ未定のところもございます。

これにつきましては、関係機関と調整を進めてまいりたいと、このように思ってお

ります。社会情勢の変化でございますが、当路線につきましては、仙台中心から北

部中核地域を結ぶ重要な路線でございます。北部中核工業団地の工場立地促進のた

めにも、早期完成が望まれているところでございます。生態系、環境への影響につ

きましては、切土面が発生いたします。これにつきましては、緑化工法を行い、生

態系、環境への配慮を行っているところでございます。地元情勢あるいは地元の意

見でございますが、本路線は、現道町道でございますけれども、非常に狭隘でござ

います。そういったことから、地元大和町等から円滑で安全な交通の確保の観点か

ら強い整備促進要望が出されてございます。

その他、関連計画構想でございますが、この路線に関連いたしまして、６ページ

でございますが、一般県道西成田宮床線という県道もございます。この道路につき

ましてもあわせて整備しておるわけでございますが、それとの調整を図りつつ一体

的に整備を行うというふうにしてございます。それから、代替案の可能性の検討で
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ございますが、これにつきましては、都市計画街路北四番丁大衡線という路線でご

ざいまして、この路線そのものをルートに設定してございます。都市計画道路とい

うことで設定されておりまして、この路線そのものでございます。本路線につきま

しては、４車で都市計画決定されております。今、１万２，０００台程度の交通量

を想定してございますので、暫定的に２車で施工しておるということでございます。

それから、コスト縮減につきましては、大量に出ます掘削残土の売却、これは付近

でやられております区画整理事業等がございます。そういった組合と協定を結びま

して、有償でこの土を売却することによって、大幅なコスト縮減を図っているとこ

ろでございます。

３ページ目に移りますが、費用対効果でございまして、これらについては現況、

計画それぞれここに記載のとおりでございます。①の費用につきましては （Ｃ）、

の現在価値につきましては３０億９，５００万円、それから便益につきましてはＢ

でございますが８１億６，９００万円、計算いたしますとＢ／Ｃは２．６、それか

ら残事業につきましてはそれぞれ９億５，８００万円、それから８１億６，９００

万円でございまして、残事業のＢ／Ｃにつきましては８．５というふうになってご

ざいます。この対応方針といたしましては、事業の継続ということでお願いしたい

と考えております。以上です。

森杉部会長 ありがとうございました。

ご審議お願いいたします。どうぞ。

徳 永 委 員 また交通量ですけれども、これの現況で言っている調査ポイントというのはどこ

に当たるんでしょうか。

道 路 建 設 ６ページの写真でまいりますと、６ページの上の写真で団地開発がされておりま

課 長 して、その北側に太い道路が見えます。観測地点が、この団地開発したところの上

に県道が通っておりますが、この辺で測定されたものでございます。

徳 永 委 員 団地の出入り口ありますよね、それの北側になるんでしょうか、南側になるんで

しょうか。というのが、休日しか知りませんけれども、現在のここの工区に代替す

る現道からすると、とてもそんなに走っていないように感じるものですから。

道 路 建 設 現況の交通量につきましては、１１年度に行われました交通センサスの位置で確

課 長 認してございまして、ちょうどこの写真で今申しましたところの団地開発されたと

ころの上側の位置が測定位置になってございます。

徳 永 委 員 要するに、団地から発生して仙台市方面に向かう車がカウントされているのか、

されていないのかなんです 〔徳永委員に対して地図を用いて説明する〕。

森杉部会長 各委員知りたいデータですから、少し説明して頂けませんでしょうか。

徳 永 委 員 地図で見る限り、どうも団地の南側のような気がするんです。そうすると、１万

２，０００台の多くは、この団地から仙台方面に向かっている車というふうな見方
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もできなくもないような数字のような気がするので、ちょっとそこの確認をお願い

したいのです。そのときに、多分ここもこういう全体計画の中での位置づけですか

ら、場合によってはネットワーク計算で出さざるを得ないところではないかと思う

んです。そういう意味では、それに続く宮床工区であるとか吉田西原工区との整備

の関係ですね。それも説明していただかないといけないのかなという気がしてきま

した。

沼 倉 委 員 ちょっと場所が不案内なのでわからないのですが、この写真の左側は団地ですよ

ね、仙台側は。それで、右側の方は、これは農村ですか。団地ではなくて農村です

か。道路をここつくっているんですよね。

田 中 田んぼですね。

副 部 会 長

沼 倉 委 員 そうすると、終着地点は田んぼ。

田 中 ５ページの地図を見ると、北に上がっていく宮床工区のところが、国道４５７号

副 部 会 長 につながっていますね。だから、仙台北部中核工業団地までどうつながるのかとい

うのがよくわからないと、この事業自体の意味づけはわかってこないでしょうね。

沼 倉 委 員 田んぼで終わりではないかもしれないということですね。

長 田 委 員 田んぼで終わりではありませんよ。私、ここ通っているんですよ、中新田とか岩

出山に行くときには国道４号線を通るより、今はまだ空いています、道路事情がよ

くないから。信号は少ないし、車はまだ少ないのでいい道路なんですよ。今国道４

号線結構込んでいますから、完成したらこっちに移ってくる人たちは結構多いかな

という予想はつきます。

ちょっとだけ質問なんですが、平成２１年完成予定というのは宮床工区のことな

んですか。

道 路 建 設 小野工区だけです。

課 長

長 田 委 員 では、宮床はいつなんですか。

道 路 建 設 宮床につきましては、今のところ平成２２年から２７年の着手を予定してござい

課 長 ます。それから、西原工区につきましては、平成２５年から２９年の計画というふ

うになってございます。

加 藤 委 員 私もここをかなり利用させてもらうんですが、平成１１年頃から現在ですと、倍

ぐらい交通量がふえていっているのではないかと思います。交通量がどれぐらいか

数値的にはわかりませんけれども、そういう状況にあることは間違いないと思いま

す。
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道 路 建 設 先ほどの交通量の測定位置でございますが、この団地の真上、６ページの写真で

課 長 いいますと、団地の真上のところの左側に交差する位置がございます。その辺だそ

うです。

徳 永 委 員 旧道との交差部分ですよね。

道 路 建 設 はい。

課 長

徳 永 委 員 ということは、かなり団地の需要が入っていると思うんです。

道 路 建 設 大きい太い道路が見えます。旧道が上の方に見えていまして、ちょうど合流して

課 長 いる当たり。

森杉部会長 それで、現道はここからどこに行っているのですか。下を流れているのですか。

道 路 建 設 現道は、左側にずっと行って、宮城大学の方です。

課 長

森杉部会長 いや、右側の方。北側に上がる方。現道はどこを走っているのですか。

道 路 建 設 現道は、ちょっと見づらいのですけれども、赤い線がありますけれども、その下

課 長 のところに小さい細い道路が走っております。それで、黄色い線が出てくるんです

が、赤い線はこのバイパスをずっと行きまして、下に１回ワンタッチさせるんです。

したがいまして、県道にもタッチしますし、町道の迂回路にもなるということです。

森杉部会長 上と下と二つ現道はルートがあるわけですか。

道 路 建 設 赤は全くの切土でございますので、ここが現道です。

課 長

森杉部会長 わかりました。現道はここだそうです。赤よりちょっと下の方。

道 路 建 設 赤の下の方に小さい道路がございます。それで、黄色い県道にタッチしているわ

課 長 けです。

森杉部会長 そうしたら、これだったら交通量がもしも１万１，０００だったら、この交通量

全部こっちに行くと考えてもおかしくないですね。

徳 永 委 員 そこがあればですね。この半分以下に移るのではないかと思うんです。団地需要

を引くと。
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森杉部会長 団地需要は、仮に半分にするじゃないですか。そうすると、何で、そこを通って

いかないということ。

徳 永 委 員 南側に流れて、仙台方向しか使っていない。団地からは、南に、仙台の方に行く

方が人数としては多いだろうと。

森杉部会長 多いけれども、それはカウントされていないでしょう。この団地の北からという

か、この辺からだと説明あったでしょう。少し整理してください。お願いします。

そうすると、この交通量がどういうふうな形になるかということですね。そうす

ると、もう一つの宮床工区のことは平成２７年とおっしゃいましたけれども、さっ

きのことでかなりかかることはわかりましたが、そんなに遅らさせていいのでしょ

うか。優先順位を高めるような検討をしていただくわけにはいきませんでしょうか。

しかし、せっかくここまでつなげるなら、現在はどう行くのですか。黄色い線に行

くわけですか。

道 路 建 設 今、年次計画、宮床につきましては、この小野改良事業が終わりましたら即そっ

課 長 ちに移るということでございまして、実態的には工区としては連続した工区という

ことで、早期事業発現のために小野改良というのを最初にやったというふうにご理

解していただければありがたいです。

森杉部会長 一種の段階建設ね。それはそれでいいですよね。

道 路 建 設 この宮床工区が終わりますと、国道４５７号にちょうどタッチするというふうに

課 長 なります。

森杉部会長 そうですか。人ごとではないですね、この道路は。

徳 永 委 員 私が使うのは、どちらかというと国道４５７のところから下の方におりて、途中

の農道を通ってこっちに入るという、こういうルートを使うんです、峠道が嫌なの

で。しかも、あと４号側からそういうふうに入ってもこれるんです。だから、そっ

ちの流れもこの１万１，０００の中には入ると思うんです。

森杉部会長 この団地は何という団地ですか。

道 路 建 設 大富団地だそうです。

課 長

森杉部会長 これは結構大きな団地ですね。２万人とか、そのぐらいの人がいるのですか。

徳 永 委 員 しかも、この更地のところも大分開発されてきているんですよね。

沼 倉 委 員 富谷ですよね、この団地は。
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道 路 建 設 半分が富谷で半分が大和です。それで大富なんです。

課 長

森杉部会長 ここでＯＫというわけにいきませんので、ただ、交通量関係とか、ルートとか、

今後の計画とか、例えば宮床を通した時の効果とか、そういうことも、参考として

ぜひ欲しいですね。残念ながらもう一度審査をするということにしたいと思います

が、いかがですか。余りにも情報がとれませんので、情報を整理していただくとい

うことで再審査をしたいと思います。ありがとうございました。

残念ながら本日はここで打ち切らせていただきたいと思います。まことに申しわ

けございませんが、そうさせていただいたいと思います。

事 務 局 次回が３回目ということで、概略審議、一応計画では終了と考えていたんです。

となりますと、残っているのが、今日午前中勉強いただいた農業農村整備が１１事

業ございまして、あと今日残された道路が３事業ございます。となると、あと１４

事業が概略審議まだ残っているという状況になりますので、できれば３回目の開始

時間を早めさせていただきたいと思っているんですけれども。

森杉部会長 そうしましたら、事務局とも相談しますけれども、きょう道路は二つは詳細審査

ということになりましたから、この残りの件は改めてやるかということなんですが、

それも含めて、ほかの中身はもう詳細審査にしてしまうということも検討します。

皆さんに事前に了解いただきますが、事務局と相談して決めたいと思います。本日

はこれをもちまして終わりにしたいと思います。

大変長時間、どうもありがとうございました。

事務的な連絡は。

行政評価室 本来ですと、今申し上げましたとおり第３回で、次回７月２９日、スケジュール

室 長 補 佐 多分お手元の方に１枚行っておると思うんですけれども、前に全員の方からの日程

、情報収集しまして、言ってみればかためておるんですけれども、こういう状況に

ありますので、もうちょっとどういう形で開くかは部会長の方と事務局の方で調整

したいと思います。案としましては、８月１８日と２３日で、バスの手配等もあり

ますので、現地調査を予定しております。この現地調査も場所は今のところ未定と

いいますか、概略審議を経て決定するという形になっておりますので、どこどこと

いうのはまだ、ルート等はこれからになるんですけれども、一応日程としてはこう

いう形で抑えておきます。

あと、お手元に、別件ですけれども、お手元の封筒の方に第１回の議事録をお配

りしております。時間がちょっとたっておりますのであれかと思いますけれども、

一応念のためにご確認いただいて、８月４日までに事務局の方までご返却いただけ

ればと思います。以上です。

森杉部会長 それでは、終わりにします。

司 会 まことにご苦労さまでございました。

これで本日の会を終了させていただきます。ご苦労さまでした。
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宮城県行政評価委員会公共事業評価部会

議事録署名人 加 藤 徹 印

議事録署名人 徳 永 幸 之 印


